
【理由】

2に)項で指摘したとおり、 IFN治 療について、常に最新の情報を踏まえて行なわ

なければならないことは言うまでもありません。

従前は適応とされていなかった範囲にまでIFN治 療が拡大されていることを知ら

ぬまま、治療の機会が失われるようなことがあってはなりませんとこの点、知識の乏

しい医師が 「かかりつけ医」である場合、 ェFN治 療等に消極的になっているとも聞

き及んでおります。

更に今後化学療法が進めば、当該抗がん剤の投与の仕方 (適応の判断や服薬指導の

あり方)に ついても知識と経験を要することは明らかであります。

しかも、専門医自身が都道府県内に少ない場合、一層、 「かかりうけ医」による独

自の判断がなされ得る危険性が高まると思われます。          1 ,

それゆえ、クリテイカ)L/パスや肝炎手帳等を作成し連携のソフト面を強化している

都道府県の取り組みを分析し、指導につなげていくべきだと思料いたします。

6 都 道府県における肝炎対策推進計画策定の義務付け

協議会から、各都道府県に対し、都道府県の地域特性を踏まえた肝炎対策の基本計

画を策定するよう、求められたい 。

【理由】                       ′ ,

これまで指摘しているとおり、肝炎対策への取り組みについては、都道府県によら

て温度差があると思われます。ヒアリングのなかで、全ては国の指針が出来てからと

答えて憚らないところがある■方、既に国に先駆けて独自の取り組みを行つていると

ころもあり、都道府県の姿勢の違いによらて同じ患者が差別されるようなことがあっ

てはならないところです。

本来、地域の特性(地理的要因や専門医の数や偏在の有無等)を踏まえたうえ、市町

村とも連携をとって、いかなる場所においても最高水準の医療が受けられなければな

りません。

その前提としては、既にいくつかの都道府県が実施しているようにモデル事業や実

態把握によって地域の特性を把握し (神剣 |1県、山梨県など)、 先行するがん対策と

同様、都道府県ごとに独自の基本計画を策定することが不可欠であると考えます。

7 患 嗜惨功口の確翡■推運:

協議会から、各都道府県に対し、慢性肝炎 :肝硬変等の対策を実施するにあたうて

は患者団体の意向を十分聴取すること、また、患者の意向を把握する為患者間の相互

交流を推進すること(更 に推進計画を策定するため自治体内に協議会を設けると共に

同協議会には患者代表を3人以上 (或いは3割以上)入 れるよう、求められたい。
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【理由】

第2の 216)項で指摘したように、今回の調査で明らかになつた問題点のうち最も深

刻な点の1つが 「患者参カロ」の軽視です9             ′
      ｀

肝炎対策協議会が設置されていても患者代表者が参加していない場合が多く、具体

的な回答をされなかつた都道府県も多く認められました。またt患者団体の存在を把

握しておらず(把握しようとせず)、そのため患者団体との懇談を下切行なうていない

ところもあり、がん対策基本法において蓄積された成果が生かされておりません。

長期に渡って病気と付き合つていかねばならなヤY漫性疾患については、患者自身も

非常に勉強をしており、また治療による副作用等の理解や対応については、患者自身

の意見を十分配慮する必要があるところです。

よって患者参加を重視す人きことを具体的に要請していただきたいと思います。

また、患者らが相互に交流できる場を積極的に設けることにより患者間の意見を集

約することもできるのであり、かような場 (患者サロン等)を 積極的に設置していた

だきたいと思います。

3 肺 度zゑ 肝がん患者に対する医療費 ・療養支風

協議会から、国に対し、肝硬変、肝がん患者に対して別途医療費・療養支援を行う

:よ う、求められたい。

【理由】

現在慢性C型肝炎についてはIFN治 療の進展と、その治療費に対する支援によつ

‐て治療の機会が格段に広がりました。

しかし、肝硬変以降の患者の治療や生活に対する支援は極めて脆弱です。今般制度

が開始した身体障害者手帳制度についても、今後の動向を見極めねばなりませ々が、

肝硬変の極めて末期に限つて対象とするものではないかとの懸念があります。

それゆえ、肝硬変以降の患者に対する支援を拡大させるべく、具体的な制度設計を

行うべきです。この点、通院介助費の助成を広く行つているところ(新潟県)や肝硬変

に対する医療給付事業を実施しているところ(北海道、愛知県、長野県)なども存する

のであり、これらを踏まえ国レベルでの支援を検討すべきだと考えます。

第4 お わりに

:肝炎対策基本法は、全国の患者らの長年の努力によつて成立致しました。

他方(麟炎対策については、いまだ各都道府県において温度差が存する状況です。

それゆえ、今後我が国の肝疾患に対する治療体制および社会福祉制度の望ましいあり

方を決定するにあたつては、患者参力口こよる患者の意見の反映と、各都道府県等による

17

41



取り組みの強化、そのための都道府県の|「計画」の策定、統一された数値日標 ・達成時

期の設定が不可欠だと考えます。

現在、患者は高齢化しており、益々治療を受けることが益々困難になっております。
一刻も早く、本書面に記載した要望事項を実現してくださいますよう、お願い申し上

げる次第です。
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囲
知

ヒアリング項 目

肝炎患者の把握について

1 ウ ィルス性肝炎に感染されている方の推計をなさったことがあります力、

推計をされたことがありましたら、B型 、C型 各々の推計数をお教え下さい。

2 ウ イルス性肝炎に感染し、更に無症使陛キャリア、慢性肝炎、肝硬変(肝 がんべと

移行されている方を推計されたことがあります力、

推計をされたことがありましたら、B型 、C型 各々について、それぞれのステージ

ごとの推計数をお教え下さい`

第2 肝 炎対策予算等

1 平 成20年 ～ 22年 度における蒔炎対策に関する予算額と内訳、執行状況について

お教え下さい。また、金額 (の推移)、内訳、執行状況等にういて、特徴的な事実が

ありましたら、お教え下さい

2 過 去3年 間に実施された、肝炎対策全般 (無料検査、診療体制、インターフェロン

治療費助成、差別解消等啓蒙活動等)に 関する広報の内容についてお教え下さい。ま

た、特に広報において工夫されている点にういてもお教え下さい。

第3 検 査、1治療支援

1  麟 節         ｀

過去5年間に検査を受けられた方の数、

無料検査の実施状況についてお教え下さい。なお、この点に関連して、予算額と予

算執行状況についてもお教え下さい8

検査を受けられていない方に対する奨励対策 (工大)と して、これまでになされて

きた広報の具体的内容、1広報以外の施策についてお教え下さい。また、今後実施が検

‐ 討されている施策がありましたら、お教え下さい。

2 検診陽性者に対する支援調査

検診陽障 の把握をされているでしょう力ヽ 把握されている場合、データについて

お教え下さい:             |

また検診陽性者に対してなされている支援策がありましたら、お教え下さい。

平成 19年 (2oo7年)1月 に 「都道府県における検診後肝疾患診療体制に関するガ

イ ドライン」が策定されましたが、そのガイ ドラインを踏まえ、新たに実施された施.

策や検討されている施策等がありましたら、お教え下さい:      `
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なお、この点に関連し、保健指導のあり方の重要性が指摘されていたと理解してい

ますが、この点に関して新たになされた予算措置や新たに実施した取組みがありまし

たらお教え下さい。

保健指導者育成の有無、予定

前項に関連し保健指導者育成がなされてぃる場合tその実績についてお教え下さい:

また、育成の予定がありましたら、そのスケジュールにういてもお教え下さい。

4 イ ンターフェロン治療支援実績

貴自治体下において、過去3年 間になされたインターフェロン治療費に関する支援

実績をお教え下さい。また、貴自治体下においてインター
7エ ロン治療に関する支援

を行 う場合、治療を行う医師について条件が存するのかどうか、お教え下さい。

条件が存する場合、その内容についてお教え下さい。          ・

5 イ ンターフェロン以外の治療に関する支援実績

貴自治体下において(過 去3年 間になされたインターフェロン治療以外の治療に関

する支援実績をお教え下さい。

第4 診 療体制について

1 貴 自治体における担当部署と担当責任者の方をお教えください。

2 現 在、肝炎対策を推進するための計画や指針 (名称は問いません)は あります力、

(ある場合)ど のような内容のものでしようか6

(ない場合)今 後、策定する予定はありますでしょうか。予定がおありの場合、どの

ような内容のものを予定されていますか。また、具体的なズケジュールが決まつてお

りましたら、お教え下さい。

3 が ん対策に関しては既に推進基本計画をお作りになられていると思いますが、その

なかで、肝がん対策について、どのような計画・方針が定められているのでしょうか。

4 現 在、貴自治体下で、肝疾患診療連携拠点病院として指定 ・設置されている医療機

関がありますでしょう力、

[指定がなされている場合]                   .

指定された病院の名前をお教え下さい。

また、当該医療機関が拠点病院として指定された理由についてもお教え下さい。
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更に、連携拠点病院等連絡協議会の設置 ・開催の有無についてお教え下さい。

連絡協議会が設置 。開催されている場合、構成員、開催実績 (議題、参加医療機関

の数等)や 患者の参加の有無、今後の開催予定についてお教え下さい。なお、患者の

参加が認められていない場合、その理由についてもお教え下さい。

連絡協議会が設置 。開催されていない場合、設置までの今後のスケジュールについ

てお教え下さい。また、設置未了となつている主たる理由についてもお教え下さい。

[拠点病院の指定がなされていない場合]

指定未了の場合、指定までの今後のスケジュールにらぃてぉ教え下さい。

また、指定未了の場合、未了となっている主たる理由にういてもお教え下さい。

5 現 在、貴自治体下で、肝疾患診療の専門医療機関として指定 0設置されている医療

機関がありますでしょう力、

指定がなされている場合、指定された医療機関の名前をお教え下さい。

また、当該医療機関が専門医療機関として指定された理由についてもお教え下さい。

指定未了の場合、指定までの今後のスケジュールについてお教え下さい。

また、指定未了の場合、未了となっている主たる理由についてもお教え下さい。

6 肝 炎患者が日常的に通院している医師 (いわゆる 「かかりつけ医」)の 肝疾患診療

レベル向上のために実施されている研修や対策がありますでしょうか。その内容 (主

催者、講義テーマ、講義者、参加者数等)を お教え下さい。          .

なお、貴自治体において、「かかりつけ医」の定義が異なる場合、その定義をお教え

いただけないでしょう力ヽ

また、貴自治体における、肝炎診療の 「かかりつけ医」の数や、自治体への登録の

有無、「かかりつけ医」となるための条件の有無等についてお教え下さい。   `

7 か かりつけ医、拠点病院、専門医療機関相互の連携を図るために実施されている施策

がありますでしようか。     i

その内容をお教え下さい。例えば拠点病院や専門医療機関間でなされる会議等、肝

炎診療ネットワァク事業、肝疾患コーディネータ事業等が行われているでしようか6

講演会や研究会は開かれているでしょうか。

8 貴 自治体下において登録されている日本肝臓学会 ・専門医の数についてお教え下さ

レ`。

同専門医が、貴自治体のどの市町村に在住されているかにつき把握されているかに

づいてもお教え下さい。把握されている場合:そ の状況についてもお教え下さい。
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9 貴 自治体では、肝炎治療に関する相談支援センターが設置されているでしょうか。

設置の有無

設置されている場合、連絡先(相 談受付方法 (電話のみか、メール等でも受け付け

ているか等)、センタすに所属している相談員数、稼動日時 。時間帯、センタ‐の広

報のされ方についてお教え下さい。また、特徴的な点がありましたら、お教え下さい。

設置されていない場合、今後の設置に向けてのスケジュールの有無についてお教え

下さい。また、現時点で設置されていない理由についてもお教え下さい。

10 貴 自治体では、肝炎対策協議会が設置されているでしよう力、

肝炎対策協議会が設置 ・開催されている場合、構成員、開催実績 (議題、参加医療

機関の数等)や 患者代表者の参加の有無、今後の開催予定についてお教え下さい。な

お、患者の参加が認められていない場合、その理由についてもお教え下さい。

肝炎対策協議会が設置 。開催されていない場合、設置までの今後のスケジュールに

ついてお教え下さい。|また、設置未了となっている理由についてもお教え下さい。

111 患 者会との懇談     ‐

貴自治体においては、患者会等、肝疾患患者団体との懇談 ・協議をされておられる

でしょう力、

協議をされている場合t患 者団体の内容、開催実績 (議題、参加者)、懇談を受けて

具体的な施策につなげたケースの有無。内容:今後の開催予定についてお教え下さい:

なお、協議をされたことがない場合、実施を妨げている理由にういてもお教え下さい。

第5 患 者支援について

1 差 別解消のための施策として実施されているものがありましたら、お教え下さい。

2 -般 向けの医療講演会を実施されている場合、その内容 (実施日時、テニマ、講演

者、参加人数等)に ついてお教え下さい。

3 ヽ 激 、肝炎対策基本法 15条 では、「国および地方公共団体は、肝炎患者が必要に応

じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減す

るために必要な施策を講ずるものとする」と定められました。

この点に関連し、貴自治体下において、これまで実施されてきた施策がありました

ら、お教え下さい。また、同法の成立を受け、今後実施しようと検討されていること

がありましたら、お教え下さい。
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4 今 般、肝炎対策基本法 16条では、「国および地方公共団体は、月千炎患者が肝炎医療

を受けるにあたつて入院、通院等に支障がないよう医療機関、肝炎患者を雇用する者、

その他の関係する者間の連携協力体制を確保すること、その他の肝炎患者が肝炎医療

を受ける機会の確保のために必要な施策を講ずる∴……」と定ゅられました。

この点に関連し、貴自治体下において、これまで実施されてきた施策がありました

ら、お教え下さい。また、同法の成立を受け、今後実施しようと検討されていること

がありましたら、お教え下さい。

5 貴 自治体下において、これまで肝炎患者を身体障害者として提供してきたサニビス

がありましたら、その内容をお教え下さい。

今般、肝硬変患者の一部について身体障害者手帳が交付されることとなりました。

この点に関し、現在予定されてぃる研修や新たな体制つくりがありましたら、お教え   ｀

下さい。

第6 そ のほか

貴自治体において、これまで肝炎対策について独自に取り組んでこられたこと、特 .

徴的なことについて、お教え下さいし               ‐
.ま

た、がん対策基本法に基づき実施されているがん (肝がん)対 策の一環として取   .

り組んでおられることについてもお教え下さい。

以 上
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【平成22年 度 0恒久対策に関する大臣協議要求項目】

第1 医 寮費助成に関する要求

平成20年 度から肝炎治療特別促進事業によつてインターフェロン治療に関す

る.医療費の助成がなされているところであるが、対象医療、助成期間及び助成額に

ついて、早急な見直しを求める。

1 イ ンタ‐フェロン治療費助成の対象医療 ・助成期間・助成回数

ウイルス性肝炎患者が医学的知見に基づく適切な治療を安心して十分に受

けられるように、インターフェロン治療費助成にづき、対象医療・助成期間・

助成回数の制限を見直されたい。

具体的には、次のとおりである。

(1)副作用によって中断又は中止に追い込まれる患者が少なくないこと、著効

とならなかつた場合やウイルスが再燃した場合に再度インタ‐フェロン治

療を試みることがあること、新しいインターフェロン併用療法が開発されつ

つあること等に鑑み、助成回数の制限を撤廃されたい。

(2)進展防止 (発癌抑制)目 的の長期少量投与について全期間を助成の対象と

されたい。

(3)治 療効果予測のための遺伝子検査につき、保険の適応を認めた うえで助成

の対象に含められたい。

2イ ンターフェロン治療以外の医療

インターフェロン治療に限らずtウ イルス性肝炎 ・肝硬変 ・肝癌に関わるす

べての医療 (日1作用の治療を含む)について、医療費助成制度を倉じ設されたい。

3 助 成額

インターフェロン治療及びインターフェロン治療以外の医療費助成につき、

低所得者の自己負担を0円 とされたい。

4 助 成制度における不服申立

医療費助成制度につき、全国的に統一された基準で助成が実施されるよう、

医療費不支給決定にかかる不服に関する審査制度を創設されたい:
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第2 生 活保障に関する要求

ウイル不性肝炎患者、特に、肝硬変 ・肝癌患者に対する生活保障は極めて不十

分である。        :

この点、今般、非代償性肝硬変患者等に対し、身体障害者福祉法上め身体障害

者と認定して身体障害者手帳を交付する制度がスタートしたが、肝性脳症や腹水

が重篤な状態に至つても障害者と認定されない可能性が高く、運用次第では肝便

変患者の最末期の段階で認定するだけの極めて厳しい制度となる恐れも存する。

また、現行の障害年金制度は、肝疾患につき、原則として非代償性肝硬変に至

らない限り、障害認定を行つていない。例外的にGP↑ が10o以 上の慢性肝炎

患者が3級 に認定されるだけであり、この認定基準は厳しすぎて、実態に即して

いない。しかし、そもそも、
1障

害年金制度においては、「身体の機能の障害又は

長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日

常生活に著しい制限を加えること,を必要とする程度のもの」であるとき2級が認

定されるのである(「障害認定基準の説明」厚生出版社)。より具体的に言えば「必

ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労務により

収入を得ることができない程度」「家庭内の温和な活動はできるが、それ以上の

活動はできないもの又は行なつてはいけないもの」は障害年金等級として2級が

認定されなければならなぃのであるもそうであるなら、慢性肝炎が進行した場合

には、就業に支障が生じ、日常生活上安静にせぎるを得ず家事にも支障が生じ、

肝硬変に至った場合には、およそ通常の生活は不可能であることが十分考慮され

ねばならない。

更に感染を認識しつつ.も治療に向かえない大きな原因として 「仕事を休めな

い」「仕事を休んだらクビになる」という意識の存することが明らかになつてい

る。しかし、この度肝炎対策基本法が制定されt同 法 16条 において医療を受け

る機会を確保するため国が必要な施策を講ずることが定められたところである。

よつて、以下のとおり要望する。

1 肝 硬変患者に対する身体障害者福IIL法上の身体障害者認定につき、その実情

を調査し、認定状況に関する情報を公表し、そのうえで適切な運営を図られた

い。

2 障 害年金受給にかかる認定基準を見直し、肝疾患全の適用を拡大されたい。

2
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3 関 連省庁と連携して、ウイルス性肝炎患者に対する治療休暇制度の整備 ・促

進を図られたい。加えて、休暇期間中の給与を保障する制度を検討されたい。

4 各 都道府県の肝疾患相談支援センタ‐に寄せられた相談内容を集約し、相談

者のプライバシーに配慮した形で公表されたい (半年ごとを目安とする)。

第3 研 究推進に関する要求

1 今 後も、肝疾患の新たな治療方法等の研究開発を推進されたい。

2 肝 炎対策の一環として肝炎研究事業が行われているところ、その内容につき、

当原告団及び弁護団に対し説明する場を設け、同時に当原告団に対する●アリ

ングを実施されたい (年1回を目安とする)。

第4 検 査に関する要求

1 無 料検査体制と広報

肝炎ウイルス検査の実施状況に関する厚生労働省の調査結果 (平成20年 1

2月 24日 付)に よれば、各地方自治体で実施されている検査体制に関する格

差が大きい。居住地により受けられるウイルス検査め体制が異なるのは問題で

ある。

そこでt地域格差を解消し、具体的に、多くの国民の検査受診行動に繋げら

れるよう、以下の措置をとられたい。

(1)「緊急肝炎ウイルス検査事業」の一環として決定された都道府県・政令市`

特別区における特定感染症検査等事業の保健所及び委託医療機関による肝

炎ウイルス検査の無料化を、ヽ早急かつ完全に実施されたい。

(2)多 くの国民が検査を受けられるように、また、地域格差を解消するために、

1 都道府県 ・政令市 ・特別区の各地域の実情をふまえた上で、各地方自治体に

対する指導を行い、かつ、委託医療機関の早急な拡大をはかられたい。 `

(3)多くの国民の検査受診に繋げるため、地方自治体ごとに無料検査実施の医

療機関を公表して検査受診を奨励する等、具体的な広報活動を実施されたい。

2 対 象となる検査

C型肝炎の検査には、HCV抗 体検査だけでなく、HCV抗 原検査t HCV

核酸増幅検査が存在する。HCV抗 体検査では基本的に 「C型肝炎ウイルスが
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体内に入つたことがある」とぃうことがわかるに過ぎず、「現在もc型 肝炎ウ

イルスに感染している」ことまでわかるにはHCV抗 原検生 さらには、HC

V核 酸増幅検査が必要である。  1

この点、現在、保健所及び委託医療機関で実施さ′れているC型 肝炎の無料検

査には、予算上は、これら3つの検査を含むものとされている。

しかし、実際には、地域によつてはHCV抗 体検査のみであることもあり、

実施されている検査の内容が地域にようて異なつている。     ′

本無料検査の目的はt肝炎感染者がいち早く感染事実を認識し早期に治療を

開始することにある。この目的からすれば、検査を受けた者が、単に 「C型 肝

炎ウイルスが体内に入つたことがある」ことに気づくだけでなく、「現在もC

型肝炎ウイルスに感染している」ことまで認識する必要がある。

そこで、各自治体での保健所及び委託医療機関での無料検査の実施項目を調

1 査のうえ、全国二律に、HCV抗 体麟 だけでなく、HCV抗 原検査、さらに

は、HCV核 酸増幅検査まで実施されるよう、指導を徹底されたい。

3 予 算措置                              ′

委託医療機関の早急な拡大のため、委託医療機関が無料検査を行つた際には、

通常の検査 ・診断と同等の費用が国及び各自治体から支払われるよう予算措置

を執られたい。

第 5 診 療体制に関する要求

肝疾患診療ネットワークにおいては、すべての肝炎患者が等しく適切な医

療を受けられることが求められる。具体的には、ウイルス性肝炎患者の要望

を反映した医療体制の構築、かかりつけ医の提供する医療の質の確保等が喫

緊の課題であるところ、これらに対する対策は地方自治体に任されており、

地域格差が生じている。

また、肝疾患相談支援センタ‐はウイルス性肝炎患者の医療 ・生活全般の

相談に応じられる窓口として期待されているところ、なお同センターを設置

できていない地方自治体があり、同センターが設置されていてもt広 報は不

十分であり、その相談体制は地方自治体によつて格差が生じているなど、求
‐
められる役割を達成しているとは到底言い難い状況にある。
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これらの問題点を克服するために、「良質かつ適切な医療を効果的に提供す

る体制」の確保は地方自治体のみならず国の責務であること (医療1法第 1ヽ条

の3、 第 6条 の 2)に 鑑み、以下の対策を執られたい。

.1 肝
疾患診療連携拠点病院に関する要求              ・

(1)連 携拠点病院の指定

連携拠点病院が設置されていない都道府県については、その原因を調査の

うえ、連携拠点病院指定に向けて指導されたい.

(2)連 携拠点病院の診療体制

指定済みの連携拠点病院にっき、ウイルス性肝炎の合併症等 (インターフ

|   ェ ロン治療に伴う副作用を含む)の 診療体制を調査し、公表されたい。

2 肝 疾患診療連携拠点病院等連絡協議会

同協議会においてウイルス性肝炎息者の要望が反映されるよう、各都道府県

に指導されたいし

3 肝 疾患相談支援センター

同センターが設置されていない都道府県にらぃては、その原因を調査のうえ、

同ヤンター設置に向けて指導されたい。

また、設置済みの同センターにつき、その相談体制に関する情報を集約 ・公

表されたい。

さらに、同センタ■の広報手段については、ウイルス性肝炎患者に高齢者が

多いことに配慮し、インターネット情報に偏らないよう、道切なガイ ドライン

を作成されたいし

4 専 門医療機関

(1)各 都道府県において、2次 医療圏にlヵ所以上、専Fヨ医療機関が指定され

:て いるか否かを調査レ、指定されていない都道府県に対しては指導されたい。

(2)専 門医療機関の治療の均て々イじめため、各専門医療機関における治療実績

を定期的 (年1日程度)に 調査 ・公表するよう、各都道府県に対して指導さ

れたい。      (

(3)各 専門医療機関につき、肝臓専門医が確保されているか否かを、定期的に

調査し、公表されたい (年1回 を目安とする)。

5 か かりつけ医

5
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嚢

(1)各都道府県におけるかかりうけ医への研修実施状況 (いつ、どのような研

修を行ったか、研修対象者の選定基準は何か、研修への参加状況など)を 定

期的に調査し、公表されたい (年1回を目安とする)`

(2)各都道府県において、かかりつけ医と専門医療機関間の適切な情報交換を

実現するための取組が行われているのであれば、その実情を調査し、公表さ

れたい。

6 都 道府県肝炎対策協議会   ‐

(1)同協議会の設置状況及び審議項目を定期的に調査し、公表されたい (年1

回を目安とする)。

(2)各都道府県において、同協議会にウイルス性職奨患者が参カロしているか杏

かを調査し、患者参加が実現できていない都道府県にはその実現に向けて指

導されたい。

第6 差 別 ・偏見に関する要求

ウイルス性肝炎を患う者といえども、社会における下般の人たちと同様に、1

人の人間としての尊厳が重んじられ、あらゆる場面において、平等の機会が与え

られ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有している。そして、全て

の人はtウイルス性肝炎患者に対して、疾病を理由とする、あらゆる種類の権利 ・

利益を侵害する行為を行つてはならないとは言うまでもないことである:

ところが、各地の肝炎患者会に宛てて、患者から、いわれなき差別偏見を受け

たとの相談がとぎれないのが現状である。          |

そこでtウ イルス性肝炎患者の差男1偏見をなくすために、次のような取組をな

されるように要望する。

1 各 都道府県において、差別偏見に関する相談窓口を設け、相談内容を集約さ
´
 れ たい。そこで集約された差別偏見の実例について、相談者のプライバン‐

| に 配慮した形で、半年ごとに公表されたい。

2 公 表された事例を分析し(今後の対策を検討する独立の機関の設置を検討さ

れたい。
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参考資料4-1

肝炎対策推進協議会開催にあたり

2010年 16月 17日

B型肝炎訴訟最高裁原告

.木村 伸 下

私は平成 18年 B型 肝炎訴訟最高裁判所判決で示された、過去の集団予防接種時で

の注射器の連続使用に因り、B型 肝炎ウィルスに感染しました6

この協議会にはB型 肝炎患者及びB型 肝炎感染被害者の代表として委員とさせてい

ただいたと考えております。,

本日第 1回肝炎対策推進協議会開催にあたり、‐いくつか述べさせていただきたいと

思います。

‐本年 1月 1日 より 『肝炎対策基本法 』が施行された事で、全国の肝炎患者が肝炎

患者に対する対策が今後一層充実するものと大変期待、注目されている事は私が言 う

までも無い事であります。

肝炎対策推進協議会に置かれましては、『肝炎対策基本法 』前文にあります国の責

任について改めて認識をされ、国の責任を前提とした対策、対応に向けての協議がさ

れます事を何よりもまず希望致します。

血液製剤に因るC型 肝炎ウィルス感染、集団予防接種での注射器連続使用に因るB

型肝炎ウィルス感染は、国の医療行政の対応の誤りから拡大されたものであり、司法

の判断に因つても明確にされたものであります:

:この国の責任を十分に認識され協議を進めていただきたいと思います。

(全国の肝炎患者がこの点も含め、この協議会を注目している事を念頭におかれ、因

り良い対策に向けての協議がされる事を望んでおります。

次に肝炎患者の現状につきまして、現在高齢化、重篤化が著しく進むと共にt高 額

な医療費t医 療体制問題、更には社会的な差別 :偏見等により非常に厳しい、辛い現

状を強い
｀
られております。   |

重篤化に伴つた入退院に因る就労不可能や高齢化に伴う収入の減少に因る治療の断

念や延期t見 送り、更にはそれらに因っての病状の悪化等、肝炎患者が抱えている問

題は多数あるのが現状です。

また身近な患者さんの体験ですが、数年前当時医療関係の学生だったその患者さん

は飲食関係のアルバイ トをしていることに関して学校職員から肝炎感染者である為飲

食関係で働くのは感染の危険が有るとアルバイ トを辞める様言われたそうです。

55



この患者さん以外にも就職取り止めをはじめ、社会は元より身内においても様々

な差別、偏見が現在も尚あるのが実情です6     1

これら患者の実態、実情、更に要望等を可能な限り聴衆され、協議に繁栄される事

と同時に特に肝がん 。重度肝硬変等の重篤患者に配慮された協議、進行を強く要望致

します。

医療費、医療体制共に共通される現状として地域差が見られる事が一番に挙げられ

ます。                       、

実際に肝臓専門医がいない地域においては丸丁日をかけtも しくは日を跨ぎ診療に

あたるという現実が少なからず在ります:

医療費においても少数ではありますが、自治体により独自の助成対策を行なってい

る地域もあり、格差とも言える違いが地域に因らて有るのが現状です:

私の住んでいる|ヒ海道では従前より独自の肝炎患者に対する医療費助成の対策が行

なわれています。

そのような対策等も是非参考にされ、全国統一された対策が受けられる環境、体制

が必要と考えます。

以上の事柄から私は特定項目及び分野に依らない総合的な対策が肝炎患者には必要

不可欠であると考えます。                          .

最後に先の繰り返しとなりますが、国の責任に基づぃた対策に向けて協議される事
を全国肝炎患者が強く望んでいます事を念頭にして頂きヾ 協議にあたります様宜しく
お願い申し上げます。

以 上
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参考資料4-2

B型 肝炎患者としての医療費助成等についての意見

2 0 1 0年 8月 2 6日

I  B型
肝炎訴訟元原告

木 村 伸 一

第 1回 の肝炎対策推進協議会において、全国B型 肝炎訴訟原告団 ・弁護団は、薬

害肝炎全国原告団 ・弁護団及び日本肝臓病患者団体協議会とともに、3団体共同の

要望書を提出するとともに、核酸アナログ製剤等今の医療費助成のあり方などにつ

いて、独自の意見書を提出しました。

現在、C型 肝炎についてのインターフェロン治療が進展し、その治療費に対する支

援によって治療機会が格段に広がりましたが、3団 体共同の要望書が指摘するとお

り、肝硬変・月干がん患者に対する治療や生活への支援はきわめて脆弱です。同時に、

B型 肝炎については、核酸アナログ製剤介の助成が開始されたものの、インターフ

■ロン治療の場合とは異なり、医療費支援が治療機会の拡大につながらない深刻な

実態があります。

私はtB型 肝炎訴訟最高裁元原告としてこの協議会委員となつている立場から、

B型 肝炎訴訟原告団 ・弁護団の意見書の内容にういてご説明し、委員のみなさまに

よるご検討をお願い申し上げたいと思います。          ｀

1 ま ず、私たちB型 肝炎ウイルス感染者 ・患者にとつては、現在の核酸アナログ製

剤助成のあり方について、大幅な改善がどうしても必要です。

肝炎対策基本法の施行前は、肝炎ウイルスを抑える抗ウイルス薬の助成として、

インタ‐フ土ロン治療のみが対象とされてきました。 しかし、私たちB型 肝炎ウ

イルスの感染者 ・患者の場合、インターフェロンは比較的に若い患者にしか推奨

されず(約 30%の 患者にしか効果がないとされています。ですから、肝炎対策

基本法が成立する際に、B型 肝炎の治療に効果があるとされる核酸アナログ製剤

への助成が検討されたことは、私たちにとつて大きな希望を抱かせるものでした。

しかし、肝炎対策基本法の施行 とともに核酸アナ■グ製剤べの助成が開始され

たとき、B型肝炎の患者の間には、率直に言つて失望感が広がりました。それはヽ

この助成の内容が、実際には私たち患者にとつてのメ リッ トがほとんどないもの
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だつたからです。なぜなら、今回の核酸アナログ製剤人の助成は、原則 として自

己負担限度額を月 1万 円、上位所得者では月 2万 円とするものですが、現在では

核酸アナログ製剤のなかで第 1選 択とされているエンテカビルの場合t薬 剤の自

己負担割合は3割 で月額 9000円 弱とされているため、自己負担額月 1万 円を

超える助成制度では患者の経済的負担が軽減 しないからです。

こうした事態が生じた原因は、相当高額な費用負担が求められるものの、治療

期間は 1年 から1年 半とい う比較的短期間ですむインターフェロン治療に対する

助成 と同じ発想で、核酸アナログ製剤への助成が制度設計されたためです。つま

りt核 酸アナログ製剤は毎月の自己負担額がインターフェロン治療より低額です

むものの、いったん服用を開始すれば基本的にいつまでも飲み続けなければなら

ず、服用を中止すると肝炎が再燃 :悪化する可能性が高いのです。ですから、自

己負担額を月額 1万 円とするような助成の方法は、短期間に高額負担が求められ

るインタージェロン治療であれば患者負担の軽減に役立つものの、比較的低額の

負担がきわめて長期間にわたる核酸アナ ログ製剤治療の場合には、患者負担の軽

減にほとんどつながらないのです。

とりわけ深刻なのは、収入が十分でない患者の場合、たとえ毎月の自己負担額

が比較的低額であつても服用期間が長期にわたる核酸アナログ製剤治療に踏み出

すことができず、結果的に肝炎の悪化をもたらす危険性がある点です。

こうした事情から、私たちB型 肝炎の感染者 ・患者にとっては、核酸アナログ

製剤の自己負担分を基本的にゼロに近づけてもらわなければ、医療費助成の意味

がないに等 しいといわざるを得ません:少 なぐとも、低収入の者に対しては自己

負担をゼロとする助成を導入 し、安心して治療を受けることができるようにして

いただきたいと強く希望します。                   ´

2 次 に、肝庇護剤の助成に関して述べます。

1先 ほど述ドたとおり、B型 肝炎の患者にとつてインタ‐フェロン治療は必ず し

も決め手にならないため、核酸アナログ製剤の服用が重要な意味を持ちますが、

これにも大きな限界があります。

それはまず、催奇形性、すなわち核酸アナログ製剤を服用することによつて、

生まれてくる子供に遺伝的な異常をもたらす危険性がある点です6こ うした危険

性をおそれて、子育て世代の患者の中には、核酸アナログ製剤の服用を控えて、

対症療法である肝庇護剤の服用にとどめている人々が大勢います。
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また、核酸アナログ製斉Jの服用により、耐性ウイルスが出現する可能性もあり、

この場合にも対症療法である肝庇護剤に頼らぎるを得なくなる患者がいます。

このように、B型 肝炎患者にとつて現時点で最善であるとされる核酸アナログ

製剤治療を受けられず、肝庇護剤 とい う対症療法に頼 らざるを得ない多数の者が

いますが、子育て世代であるか否か、あるいは耐性ウイルスが出現 したか否かと

いつた偶然の要因で、治療費の助成に差別がなされるべきではありません。です

から私は、肝庇護剤についても核酸アナログ製剤と同様に医療費助成がなされる

べきであると考えます:

3 最 後に、検査費用について述べます。
｀
B型 肝炎の感染者 ・患者にとつて、ウイルスの活動性や病状について定期的に

検査を受けることは、病態の悪化 ・進展を防いで自らの健康 と生命を守るために

不可欠です:

しかし、とりわけ無症候性キャリアの場合は、慢性肝炎などにみられる疲れ易

いといつた自覚症状を伴わないため、決 して安いとはいえない検査費用や仕事を

休むなどの経済的 ・社会的負担をきらつて、定期的な検査す ら受けない傾向が見

られます:

しかし、こうした事態は無症候性キャリアである人々の健康を損なうとともにt

病態の進展 ・悪化による事後的な医療費支出の増大をもたらすなど(予 防的な医

療行政の観点からも決して好ましくありません。そのため、多くの無症候性キャ

リアが存在するB型 肝炎ウイルスの感染者 ・患者については、ウイルスの活動性

や病状に関する検査費用についても、医療費助成がなされるべきであると考えま

す。

以 上
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参考資料5

意見陳述

2010年 8月  平 井美智子

1 は じめに        ,

平井美智子です。

私の夫、平井要は今年 2010年 の 1月 31日 、 59歳 で亡くなりました。 この 日は、

私たちの 31年 目の結婚記念 日で した。

感染の原因は血液製剤 クリスマシンの投与によるC型 肝炎です。死亡診断書を見ると、

死因は肝硬変による腹腔内出血、病年数 28年 とあ りました。結婚生活 31年 の うち 28

年間は、C型 肝炎 ウイルスと一
緒の生活でした。

2 夫 の病歴

1982年 にクリスマシン投与された後、肝機能の数値が異常に高 くなり、生死をさま

よいま した。命 をとりとめた ものの、 2年 間、入退院を繰 り返 しました。感染時にはまだ

5ヶ 月だつた長男が退院するころには歩けるようになっていました。

退院す るときに 「慢性肝炎」 と診断 されま したが、病院側か ら詳 しい説明がなかったの

で、その意味は良くわか らず、あま り気にもとめませんでした。私たち夫婦にとつては、

慢性肝炎 という病名 よりも、 目の前の生活の方が重大事で した。

私たち夫婦は、塗装業を営んでいます。夫の家業です。 しか し、入退院を繰 り返 した 2

年間で多 くのものを失いました。信用を失い、取引先を失い、収入を失いま した。 これを

取 り戻すのに必死で した。感染する前以上に、寝食を忘れて働きました。

病院か らは定期的に通院するよ う指示 されました。ただ、夫が 「先生、どうした らいい

んですか ?」 と尋ねても、担当医から 「大丈夫t薬 を飲みましょう」 と答えが返つてくる

程度で、何のための通院かもよくわか りませんでした。

2000年 、夫が 50歳 になつたころtた またま通院 した際に肝機能値の異常を指摘 さ

れ、肝生検を受けました。 このとき、初めて 「C型 肝炎」 とい う病名を伝えられま した。

医師か らは 「今はインターフェロンしか治療方法はない。 しか し、平井 さんのウイルスの

型はインターフェロンの効きにくいタイプだ」 とも言われました。

私は夫に 「病状が進む前にインターフー■ロンを受けてください。今だうたら間に合 うか

もしれないから」 と治療を勧めました。 しか し、夫は 「俺はもう覚悟はできている。 20

年前のよ うにベ ッドに寝たき りになるのはいやだ」 と言つて、私の言 うことを聞いてくれ
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ませんで した。

夫は多 くを語 るタイプではありません。夫が,い配 したのは、家業である塗装業のこと、

その塗装業の収入で養っている家族のことだったので しょう。当時のイ ンターフ三ロン治

療は何ヶ月 も仕事を休まない とできませんで した。20年 前 と同様に長期間仕事を休めば、

再び、取引先は離れていき、信用 と収入を失います。そ うなれば、子供の教育はどうなる

のか(年 老いた母親を不安が らせ るのではないか 。・・。それなら自分が犠牲になればい

い、そ う考えたのだろうと思ぃます。

それか ら数年で夫は肝硬変にな り、余命 1年 と医師から告知 されました。 しかし、精神

力 と生命力で 3年 間がんば りました。 この 3年 間は病気 との壮絶な闘いで した。夫は我慢

強い人で したが、身体のつ りとかゆみには相当参っていま した。死ぬ前の 1年 半の間にはt

肝がんの治療や食道 と胃の静脈瘤の手術を 5回 も受けています。 どのときも2週 間程度の

入院で、入院申に3回 も全身麻酔をして手術を受けたこともありました6静 脈瘤の手術の

ときは前 日から絶食で、術後 4日 日にやっとおもゆが許可されました。この繰 り返しで、

入院するたび、そして退院するたびに衰弱していきました。最後は、家に戻つてもほぼ寝

たままでt家 の中の移動も手すりにすがるよう.にして歩いていました。        |

夫は地域の中核病院で治療を受けていました。しかし、病院の方針なめか、術後の経過

もよくならない うちに追い出されるようにして退院させられたことがあります。また、ス

タジフも足 りていないのでしょう。定期検診では、予約の時間より1時 間も早く出かけて

いつたのに3時 間半待たされました。肝硬変 ・
肝がんで入退院を繰り返 している患者は座

つているだけでもつらいのです。 3時 間半、横になるベッドーもないまま、待ち続けるのは

本当に苦痛です。それをただ見守るしかない家族にとつても
|つ

らい時間でした。  i

夫は重度の肝硬変となり、頻繁に身体がつるようになりました。お風呂でおばれそうに

なったこともあ り、少 しも日が離せないほど悪い状態でした。 2010年 の年明け早々、

私は見るに見かねて、主治医に 「入院させてください」とお願いしました。 しかし、 「足

がむくむとか微熱があるという程度では入院させないのが厚労省,の方針だ」と断られまし

た。また、主治医からは 「緩和治療のための病院ならあるが、いざとい うときにちゃんと

した治療を受けられないよ」とも言われました。なぜ、二者択―なのでしょうか。患者の

苦痛をとる、肝硬変 ・肝がんの治療をする、どちらも医療ではないでしょうか:両 方を望

むことはわがままなのでしょうか。

このや りとりの3週 間後に夫は亡くなりました9わ ずか 3週 間後に亡くなるはど重度の

2
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肝硬変であつても、入院が認.められない、これが日本の医療なのです。

1月 18日 、身体のむ くみ と腹水がひ どく、利尿剤を飲んでも尿が出なくなつて、救急

車を呼びました。緊急入院後、二時は持ち直 したように見えま したが、もう肝臓が働かず、

1月 31日 に永眠 しました。

3 身 体障害者手帳め申請

今年の 4月 か ら肝機能障害にも身体障害者手帳が交付 されるとい うことで、昨年から準

備をしていました。 しか し、夫は申請前に亡くなりました。|     ｀

亡くなった後で担当医から認定用の診断書を見せてもらいました。

死亡直前の 1月 の検査では 1級 相当と診断されていましたが、昨年 8月 の検査では点数

が足 りず 4級 相当、 との判断でした。

しか し、昨年 8月 といえば、夫は静脈瘤 と肝がんの手術で入退院を繰 り返 し、壮絶な闘

病生活を送つている最中です。 この時期にこそ、身体障害者手帳が必要でした。肝臓が働

かなくなつて、動けなくなって、死が 日の前に迫つている、そ うならない と1級 に認定さ

れないような基準では 、障害者手帳をもらう意味があ りません。

慢性肝炎は無理のきかない病気です。肝硬変にまで進めばなおさらです。昨年の夫は治

療 と定期検診のために週 3回 通院 し、静脈瘤や肝がんがみつかれば、その都度、入院 しな

ければな りませんで した。病気 自体の持つ苦痛。仕事ができず収入がダウン。そ して、負

担 しなければならない医療費は増えてい く。闘病生活の負担は大変なものです:私 たちは

家族が一九となることでなんとかしのぎましたが、個々人の努力ではしょせん限界があり

ます。肝硬変・肝臓がんと診断されたら1級か2級に認定してほしいと思つています。

4 要 望         _

夫 と私たち家族のC型 肝炎 との闘いは終わ りました。夫は 60歳 を日前に家族を残 して

亡くな りました。早すぎます。本当に無念だつたと思います。その心中を思 うと、胸がは

りさけそ うです。

夫を診察 して くださらた4人 の医者は、口をそろえて 「平井 さんは本当にすごい人でし

た。あんな風に考えられる人はいません。立派でした」と目を赤 くして話 してくれました。

家族のことを思い、一日でも長 くがんばろう、と闘病を続けたのでしょう。

夫の最後の言葉は、 「俺にはまだや りたいことがたくさんあったのになあ」でした。夫

はt薬 害肝炎訴訟の原告となることで、他の多くの肝炎患者を救いたい、と言つていまし

た。
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私は夫が言い続けてきたことを訴えます。

第 1に tウ イルス肝炎患者が仕事や生活のために治療を断念 しなくてもすむように生活

支援 ・医療支援 を実現 してください。新 しい福祉制度が必要なら、それを創設 してくださ

い 。

第 2に 、死ぬ間際にならない と1級 にならないよ うな障害者認定基準を見直 し、肝硬変

や肝臓がんの患者を 1級 または 2級 に認定 してくだ さい:肝 硬変 自体の重症度よりも、患    ′

者自身の生活実態に着 日して、基準を作つてください:

第 3に 、肝炎患者が最後まできちん と治療が受け られ る.ような医療体制を実現 してくだ

さい。

5 最 後に                                    |

夫のように肝硬変 。肝がんで亡くなる方が 1日 120人 いると聞きました。今日もまた

壮絶な闘病の末に120の 命が失われています。

その原因の多くは肝炎ウイルス。そして、その多くは、輸血、予防接種、血液製剤投与とい |

う医療行為で感染したものです。

もう少し国がきちん対応 していればtこ こまで感染は蔓延しなかったはずです。ここまで

多くの苦しみを生まなかったはずです。

国として何ができるか:こ の協議会での活発な議論を期待しています。

以 上

4

.64



参考資料6

第2回 肝炎対策推進協議会 意 見陳述

平成 22年 8月 2日

日本肝臓病患者団体協議会

天 野  聰  子

私は日本肝臓病患者団体協議会所属の天野聰子です。夫の天野秀雄は C型 肝硬変から合

併した肝細胞癌によって一昨年亡くなりました。肝炎対策推進協議会に臨んで、いくつか

意見を述人させて頂きます。

1.肝 炎対策基本法の理念

日本では、予防接種や診療所で注射器の使い回しが行われていたことは、多くの方々の

記憶しているところであり、B型 。C型 肝炎ウイルス感染の拡大の責任は国にあるというこ

とは司法の場で明らかにされております。

天野秀雄も、この厚生行政の被害者の二人です。残された手帳に 「死にた・くない、死に

たくない !!」 と血を吐くような叫びを記して (①参照)、常に死と隣り合わせの恐怖に曝

され続け、肉体的にも精神的にもそして経済的にも苦しみを強いられた末に命を奪われま

した。

最後の肝がルを手術した後、ICUの ベジドの上で肝不全による黄疸で真っ黄色になった

日で私を見つめて 「駄日、もう駄目:」と口を動かしました:そ の時の悲しそうな目が今で

も突然フラッシュバックする時があります。自分に全く責任なく感染させられた病気で何

故死ななければならないのか。その時の天野の気持ちを思うと、胸が締め付けられるよう

に辛く、悔しい気持ちになります。

全国に350万 人いるといわれる肝炎ウイルス感染者は、そのほとんどが本人には全く

責任なく、ずさんな厚生行政によって引き起こされた 「医原病」の被害者であり、他の疾

患とは全く異なる社会的要因を持つていうという、国の責任を明記した法律が肝炎対策基

本法であると患者達は理解しています。

ですから、肝炎ウイルス感染に基づく■連の疾患である肝炎 。月千硬変 ・肝がん全ての患

者の健康と命を守る責任が国にはあるのです。

この患者達の気持をご理解いただきました上で、協議に当たっていただきますようお願

セヽ申し上げます:

2.肝 硬変、肝がん、その他の患者も含めた全ての患者に助成を

天野は大学卒業以来20年 以上勤めた会社を、肝硬変、肝がんを理由に43歳 という若

さで、ほとんどリストラされる形で職を失いました。中学 ・高校という学齢期で費用のか

かる子供二人を抱えながら、肝硬変の合併症や度重なる肝がん治療のために入退院を繰 り

返し、定期的な通院に於いても検査料や薬剤料など高額な医療費負担を強いられました (②

参照)。        '

子供達に奨学金を利用させて頂いたり(着 るものや小遣いなど色々と我慢させたりしま

した。家計を支えるために私が働かざるを得ず、入退院を繰り返す天野の闘病を支えるた

めには自由がきくパー トタイマーとして働くことしか出来ませんでした。月 20万 円足ら
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ずの収入で医療費や学費をまかなうことは出来ず、こつこつと貯めてきた貯蓄を切り崩 し

て何とか凌いできましたが、天野本人も、そして家族も、いつまで続くのか先の見えない

闘病に辛く苦しい思いを味わいました。

現在、肝炎に対するインターフ土ロンや核酸アナログ製剤による治療に対する助成はあ

りますが、肝硬変、肝がんに対する助成はありません。また、肝炎でも副作用その他の理

由でインターフェロンや核酸アナログ製剤を使 うことが出来ない患者もいます。

これら、助成制度の谷間で高額な医療費に苦しむ患者達が、せめて安心して適切な治療

を受け、生活が出来るように助成制度を整備して下さい。

例えば、北海道のように実際に全肝疾患患者に対する助成が実施できている所がありま

す。そのような例を参考にして、是非全ての肝疾患患者、の助成をしていただきたいと思

います。

3.肝 炎ウイルス検診について

前回の田中先生のレクチャーによりますと、まだ感染に気付いていない方が180万 人

もいるということでした。天野のような不幸な患者を二人でも減らしtひ いては肝がんを

撲滅するために、まず肝炎ウイルス検診によってこれらの方々を拾い出して適切な治療ヘ

と導くことが急務です。

肝炎ウイルス検査によつて、肝炎も肝硬変も肝がんも全て拾い上げることが出来ます。

非常に効率的な肝がん検診にもなるということですじ大腸がんその他肝臓以外のがんは、

いつ、誰に発生するか分からないので、不特定多数の人が何回もがん検診を受けなくては

なりません。しかし、肝臓の場合は、現在新たな肝炎ウイルス感染がほぼ無いということ

ですので、一人が一生に一回だけ検査を受ければ良いのです。

平成 14年 に老人保健法による肝炎ウイルス検診が始まって8年 になりますが、未だ3

割の方しか検査を受けていないという実態を見ますと、不特定を対象とした希望者のみの

受診勧告には限界があるということだと思います。              ・

国が主導して一括して未受診者を特定し、個人宛に受診券等を送り、強制力を持たせて

一挙に受診率を高めるということは出来ないのでしようか。以前国民病であらた結核をt

国を挙げた対策でほぼ制圧できたように、第■?国 民病といわれる月T疾患も、国を挙げ`

肝炎ウイルス検査を実施することを端緒として制圧できないかと思います。

4・ 患者会 電 話相談事業から見えてくる問題′点 , |

私は現在、天野が前事務局長を務めていた 「東京肝臓友の会」で、「自分の闘病体験を伝

えることで役に立ちたい」という天野の思いを引き継いで、ボランティア として電話相談

事業に携わっております。

「東京肝臓友の会」では、昭和 61年 から電話相談事業を開始し、今年で24年 になります6

現在、年間約 2500件 の全国からの相談に無料で応じて、患者の療養、治療に関する不安、

悩み、疑間に対する受け皿の役割を果たしております。治療体験者、家族、遺族が相談を

担当しており、同病者という立場での相談、助言というピアカウンセリングの形態になっ

ています。

相談の内容は、所定の相談記録用紙に記録していき、チェック項目のデ‐夕は集計、集
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積されて相談の質の向上に役立てたり、統計として肝疾患患者の実態調査等に役立ててお

ります (③参照)。この電話相談事業から見えてくる問題点について述べたいと思います。

(1)感 染者に対する差別 ・偏見について

電話相談には差別 ・偏見に関する相談も数多く寄せられます。就労差別や、介護現場で

の差別、あるいは歯科での診療拒否、医師からの 「ェンテカビルを途中で止めると死ぬ。」

とぃう心ない言葉等々。聞いているだけで辛い気持ちになります。         . |

患者会に差別 。偏見の相談が寄せられるという背景には、どこに相談すれば良いのか分

からないということがあると思いますも相談窓日の周知を計つていただきたいと同時に、

相談内容と、その対処結果について国民に知らせて、差別 ・偏見の再発を防止していただ

きたいと思います。

(2)全 都道府県に質の高い相談窓口を

肝疾患診療連携拠点病院に肝疾患相談支援センターが設置され、相談を担つていくこと

になると思いますが、和歌山県と私の住んでいる東京都では連携拠点病院が決まつていな

いので、相談支援センターがいつ出来るのか不安に思つております。出来るだけ早く設置

していただきますよう、お願いいたします。                        ′

なお、相談支援センターには専任の相談員を配置し、肝llMの専門の方々が相談員をサポ

ー トする体制を作って、全国どこでも質の高い相談支援を受けることが出来るよう、早急

に整備して、国民べの周知も徹底していただきたいと思います。

(3)患 者会電話相談事業への支援を

現在は、電話相談事業は患者からの会費t寄 付金を使って実施しておりますが、支援を

していただければ有り難く存じます。

最後に、私は天野秀雄の 「全ての肝臓病患者の救済」嘲千がん撲滅」という願いを実現さ

せるために力を尽くしたいと思つております。                        ′

この協議会におきましては、当事者である患者の声がしつかりと反映される対策を協議

していただくことをお願いして、私の意見陳述とさせていただきます。
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天野秀雄 病 歴も医療費

注:医 療費欄は、領収書・所得税申告書・申告時計算書等、資料のあるもののみ記載。資料がないものは空欄。
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病  歴 医療費(円/年)

1988 40歳

(S00

区の節目健診で肝機能異常を指摘される チFAttB型 ウイルス性肝機能障害と診断

1 9 8 9  4 1歳

(H元)

HCV抗 体検査によりC型 ウイルス性肝硬変と診断

1992 43歳

(H0

食道静脈瘤破裂のため緊急入院(63日間)食 道雛断術硼臓摘出手術  ~~~
i     手

術後、腹水貯留・1干機能低下・腎不全

自宅で肝性脳症発症

肝性脳症・肝機能低下の治療のため入院(71日間)

血中アンモニア値異常の治療のため入院(24日間)
退院後 lヶ月に1回外来受診 1,80Q504

1993 44歳

(H5)

血糖値異常治療のため入院(53日間)

退院後 2ヶ月に1回外来受診

1994 45菌

(H6)

第1回インターフェロン(IFN)治療(肝硬変患者に対する治験)入院(60日間)
IFN― a2a、900万単位、週3回投与開始 退 院後週3回IFN投与(平野医院) 1.144`64C

1995 46瀞

(H7)

IFN治験終了(投与期間9ヶ月)一過性著効

lヶ月に1回外来受診

199o 47菌

(H8D

.第
1回肝がん綸療(2cm、1個)入院(52日

ニタノール注入療法(PEIT)4回実施

)間

1,018,864

第2回FN治 療(肝がん再発抑制効果判定の治験)入院(32日間)

IFN― α2a、600万単位、28日連投開始

退院後、通院で週3回IFN投 与

1997 48歳

(H9

IFN治験終了(投与期間約6ヶ月)一過性著効

退院後 lヶ月に1回外来受診     |

1998 49歳

(H10

第3回IFN治療(自費治療)入院(20日間)

IFN― α2a、600万単位、週3回投与開始

退院後、自己注射 FN自 費

約 2,000,00(1999 50歳

(Hll)

IFN二 α2a、900万単位t週3回に増量

副作用のため投与終了(投与期間14ヶ月)完全著効

2000 51歳

(H12D

lヶ月に1回外来受診 交互にCTとエコー検査

2001 52歳

(H13)

第2回肝がん綸織“～2oln、3個)入院(20日間)

ラジオ波焼灼療法(RFA13ヵ所実施

退院後、定期的にエコーとOT検査

2002 53歳

(H10

第3口肝がん治繊(2om、1個)入院(8日間)

ラジオ波焼灼療法lRFA)lヵ所実施

lヶ月に1回外来受診 交互にCTとエヨー検査

2004 55歳

(H16)

第4回肝がん治療(2.5om、1個)

肝動脈塞栓療法(TAD実 施 入院(12日間)

エタノニル注入療法(PttT)実施 入院(11日間)

胸腔鏡・エコー下凍結融解壊死療法実施 入院(9日間) 645,231

2005

tHlつ

定期的に内科と外科 外来受診 交互にC↑、エコー、MRI検査

2006

(H18)

定期的に内科と外科 外来受診 交互にCT、エコー、MRI検査

25■85C

2007 58歳

鯛19)59歳

エコことCT検査で肝がんの疑い

血管造影検査入院(5日間)

第5回肝がん治療(肝後区域下部に大きく拡がつた肝がん)入院(29日間)

肝切除手術実施

(高額医療給付)

382,92C

2008 59歳

(H20

肝細胞がん切除術後 肝不全～多臓器不全

1月22日0時58分 永眠

(高額医療給付)

217,300



東京肝臓友の会 本目談事業資料

相談件数の内訳
(1年間の総集計) 平成21年4月～平成22年3月

平成21年度

 `タ イプ別

何
で
知
っ
た
か

都

道

府

県

項

目

A B C 自己免 PBC その他

0 472 1,861 39 43 189

手術歴・輸血歴

輸血 手術 不 明

431 470 7

28 3 25

青森 13 大阪 109
・着 手 4 兵庫 34

宮城 21 奈 良 15

秋田 5 k山 2

山形 27 鳥取

福島 19 島根 14

茨城 52 岡山 45

栃木 42 広島 25

群 馬 22 ・山 口 25

埼 玉 266 叡島 7

千葉 175
ヨ
■ 7

東京 838 e 13

神奈 J: 252 高知 7

山梨 14 福 岡 48

長野 24 佐賀 13

新潟 34 崎 18

富山 15 10

石川 9 大分 17

福井 9 宮崎 22

岐阜 13 鹿児』 8

静岡 62 沖イ 4

愛知 42 外 国 17

二 重 37 不 明 106

滋 賀 2.626

慢性肝炎 肝硬変 肝癌 その他 計

1:366 481 290 115 2,252

|マスコミ
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特定非営利活動法人 東京肝臓友の会

平成21年度から現在まで 電 話相談より 差別偏見について

1/3ペ ージ



|       れ
特定非営利活動法人 東京肝臓友の会 '

く
い

平成21年度から現在まで 電 話相談より 差別偏見について

日  付 性別 年齢 住 所 囃ぼ鰹
主な内容 詳 細

7月6日 女 30 東京 医療
医療事務として入って看護助手の資格がないのに、血液の入つたスピッツを素手で振って
不安。C型 の方が多くビニール手袋には穴が空いていた。

7月 9日 女 68 東京都 C型 医師の態度 わからないことを医師に聞くと「それを知ってどうする」と言われ傷つく。

7月24日 男 77 東京都 C型 歯科治療 歯科でC型 肝炎であることを告げると大学病院を紹介された。

輻 髯黎尋装11魏 霧 |:,1嘔r

8月 4日 女 44 富山県 C型 職場 医療従事者。職場検診で知られると困る。職場内でC型 に偏見がある。

鮭続 絲競動ま1響ι

8月20日 女 1 東京都 C型 保育園 母子感染。保育園に病気のことを説明しても抱っこしてくれない:

平飩 蝠躊鶉鰈勒黎蒻獨躙 躙 器 |

9月 8日 女 0代 茨城県 C型 医師の態度 「あなたはもうどこの病院に行つてもINFの治療はできません」と断言されてショック

鷲R=籠 1響争儀 驚J薇 雲 3ヨ貯l議薇 評嘉嵩吉̈ 織摯資ゴや| まゞ1蒸襲|」織二士摯it:4薔t:11■11111,こIJ`|■|11,:11tl●|||I111tll■TT

X躙 卿 認鍾騨尋緋鞘イ1早S委簗難裂:蒔騨黎事緯軽i路ク帥 漱1■:やI=キ|
10月 5日 女 63 山形県 C型 医師、就職 内科医に「来るな」と言われた。仕事場を断られた。家族からも嫌がられる。

騨彎轡難購1雛騨騨撃麟摯畔攣轟碑鶴輝

2/3ペ ージ



特定非営利活動法人 東京肝臓友の会

平成21年度から現在まで 電 話相談より 差別偏見について

3/3ペ ージ



参考資料7・1

肝炎対策基本指針に望むこと

肝炎患者が安心して暮らせるために

平成21年10月25日

阿部 ′洋一 天野 聰子 木村 伸一

武田せい子 平井美智子 松岡 貞江

1:減 らない肝硬変1月干がんによる死亡者

・肝硬変・肝がんによる死亡者数
4万3千人/年{肝がん3万2千人)※ 1

0原 発性肝がんの99%は肝細胞がん
肝細胞がんの90%はB・C型ウイルスが原因(C型75%)

・肝硬変からの発がん率が高い
年率8%の発がん率、重度の肝炎→5% ※ 2

・他のがんに比べて対象者がはうきりしている
スクリーニングの対象者を囲い込むことが可能

適切なHT炎対策で犠牲者を減らすことができる

※1平成20年人口動態統計より ※ '第15回原発性発がん追跡調査より
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2:肝硬変・月干がん患者の置かれている状況

・現在の治療法では根治せず進行するのみ
0治療法が進んでも肝がんの死亡率はなお高

い

,「有効な治療法がないまま死が近づくJ恐怖
・何度も繰り返す再発がんとの闘いヽ

長‐い闘病:失業甲生活難・死の恐怖

3日かかりつけ医受診の現状
0肝 機能(AS↑・ALT)が高くても治療しない
0肝 庇護剤の治療が適切でない

。鉄の検査や潟血の治療をしてくれない

,肝 炎が重篤にならないと専門医に紹介しなぃ

,画 像診断技術が低く月干がんの発見が遅れる

不適切な医療のためにt肝硬変1肝がん^
|■の進展に歯上めがかからていない |‐■

7♂



4口 進 ま な い ウ イル ス 検 診 とIFN治 療

平成13年有識者会議報告書でスクリーニングが重
要とされながら、今なお、100万人以上の自覚してい

ない感染者がいる

平成20年度及び21年度で医療費助成を受けた患者
は約7万人に過ぎない        :

現状の対策で十分なのか?更 なる対策が必要な

のではなぃか?目標を立てその達成度を検証し、
不十分であればt新たな対策を講じる必要がある

5日私たちの求める社会
{1)すべての感染者が感染を自覚している    i

(2)IFN治療の適応のある患者はすべて治療を受けている

(3)すべての肝炎患者{肝硬変7月干がん含む)が居住する地:

域に関わらず適正な治療を受けている   ・

(4)収入が足りないことを理由に治療を受けられない患者
は1人もいない

(5)肝炎により働けない患者には生活支援がある

(6)肝炎であることで社会から偏見・差別を受けない|

私|たち患者は1このような社会が5年後に
,■実現していることを強〈望みます.
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6:今回示された基本指針(案)について

(1)取`組むべき課題はあるが目標が明示されていない

60歳 以上75% 肝がん患者
60粛[1合 25% FN治 療可能者の減少

もう待てない肝炎対策 1呻[こ 5年 が正念場 !
※数値は紫波町肝炎検討会H22年 ll

6.今 回示された基本指針(案)について

(2)すべての国民が少なくとも1回ウイルス検査がいっまでか?

・すべての国民が1回ウイルス検査を受けられる体制を、
いつまでに整備しt国民の意識l「浸透するのか、その
制度は利用しやすいのかが重要  ‐ :: ―

◎平成14～18年の5年間の三鷹市のC型肝炎検診
陽性者 215名 診断が特定 207名の内訳    |

無症候性キャリア 約480/o慢性肝炎‐約42%
肝硬変 約8%肝 がん 約2:4%
(5人→全員70歳 以上、40人に1人が肝がん)

学18



6.今回示された基本指針(案)について

(3)肝硬変‐月干がん患者の実態調査もせず、支
援策を何ら講じていない

肝炎対策基本法附則第2条「肝炎から進行した肝硬変・

肝がんの患者に対する支援の在り方については、これら

の患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後の必

要に応じ検討が加えられるものとすること」とある。

肝硬変・月干がん対策の有効な施策が
何ら示されていない

6.今 回 示され た基 本 指 針 (案)について

(4)かかりつけ医のレベルアツプ策・病診連携体制で,

の役割などが明確でない

・各地域の病診連携体制の整備とかかりつけ医のレベ
ルアップの重要性1ま従来から指摘されていたがt未だに
地域ではtその対策が進んでいないも   |
・病診連携体制における「かかりつけ医」の役割・診療内
容が明確にされていない。

従来の延長線上にない新たな対策が必要
・山梨県肝炎保健指導推進モデル事業・三鷹・武蔵野方式C

型肝炎地域連携パスなどのリソースの活用

10
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61今 回示された基本指針(案)について

{5)IFN治療者を増やすためには?

・「治療休1隈制度」が必要とする疾患は他にも存
在する。それらの疾患もあわせて制度を検討す
るべき           ‐
※平成21年11月衆議院厚労委員会決議「肝炎対策の推進に関する件」第
4項「肝炎治療のための体職・体業を余儀なくされた患者に対する支援の
あり方について早急に検討を行うこと」とあるも
・専門医・専門医療機関が関わつてIFN治療をす
る肝疾患診療体制の確立を急ぐ必要がある

・テーラーメードのIFN

6.今 回示された基本指針(案)について

(6)各都道府県に委ねて基本理念が実現するか。

肝炎ウイルス検診は地方自治体単位で行われ、主にかか
りつけ医で実施されるため、専門病院とかかりつけ医及び
自治体との「医療連携」を通じて初めて効果をあげられるt
といっても過言ではない。肝がん撲滅を共通の目的として
掲げ、地域に根差した医療連携体制を構築することにより
その目的を果たす必要がある。※がん診療における地域連薦′くスより

基本法の1基本理念|の1実現には、国と地方

自1治.体‐の協働が必‐要(特に1国のりすダ■:
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7.肝炎対策基本法【前文】に照らして

薬害C型肝炎やB型肝炎訴訟以外にも肝炎ウイル
スの感築については「国の責めに帰すべき事由に
よりもたらされ、又はその原因が解明されていな
かったことによりもたらされたものである」と他の原
因による感染についても国の責任を認めています。
「これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供左

こ向 けた

8.肝 炎患者救済の責務

肝がん死亡率 (粗死亡率)の国際比較(人口10万人対)
(独)目立がん研究センターがん対策情報センター資料より

日本

〔2003) 鋤四
アルセ

・
ンチン

(2001} 仙
四

フランス

(2000)

卜1イッ

(2001)

オ,ストラリア

(2001)

男性 37.9 5.9 5,1 5 0 17.5 5.6

女性 16.6 3.3 4.1 3.5 4.7 2.4

日本の肝がん死亡者は過去の医療行政などによる人災とも言える。
世界の歴史に無いような、未曾有の大被害の犠牲者を救う施策を、国は
予算が無いから、出来ないと済まされることでしようか。

基本法第8条 には「

1鍵



9口患者アンケートより
【闘病期間】

①10年未満13.o%② 10,19年 43.4%③ 20～29年26.596④30年以上16.8%

【患者の声】
◇C型肝炎、自己免疫肝炎、脂肪肝でINFが使えず、友の会定例会や会報で最
新治療方法を知ると気が迷入つてしまいます。GOT:GPTが 150～180で週3回
強ミノを点滴して上昇を抑えていますが通院が大変です。(60代女性埼玉県)

◇肝臓病をわずらって約47年になる。INF治療3回、ラジオ波焼灼療法12回、塞
栓術3回、肝切除1回等により高額な医療負担との闘いでありました。現在ウイル
スはマイナ不になりましたが肝硬変から肝がんになり治療を行つています。肝炎

季褒躙 義ξ粍隻亀禦鶴幕身
患者に下して早急にゃ琴費言の支援を

◇今年の4月にがんが見つかり手術をしました。8月にまたがんが出て10月に
入院手術です。私は73歳です。もうあきらめています。若い人たちはこれからで
す。一日も早くいい薬を作ちて下さい。(70代女性岩手県)

10.指 針(案)は患者の思いに応えているか

患者の思い
1.肝 炎

｀
患者等の医療費・

2.治療薬・治療法のなどの開発、保険認可
3.最適な治療が受けられる診療体制

(専門医療機関とかかりつけ医の連携〉

4.ウイルス検査の受診率向上   ※ 日肝協アンケ|卜より

基本指針(案)は
・医療費・生活支援拡大などが示されない
・主要な施策の目標1達成時期が示されていない
口これから調査・研究など今後やつて行くことが多い
・医療体制の構築など地方公共団体に委ねている

3霧



11.最 後に

昨年の「肝炎対策基本法」の成立は私たち肝炎患者等にとつ

て、画期的な法律でありt基本指針に木きな期待を持つてい

ました。        1.

基本指針は患者の将来に希望が与えてくれるものと考えて
'

いましたが、基本指針(案)は「これから検討していく」というよ

うなもので、患者の思い・願いがかなえられるか、まだまだ不
透明です。

私たち患者t特に高齢者・重篤な患者は時間がないという現
実があります6     1

今一度、「基本法の趣旨」と「患者の現実」などから「基本指

針に何が必要か」を委員の皆様に考えていただければと思
います`
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会員の声 (日肝協アンケー ト)

【埼玉県】      ,   ‐                  '  .

(60代女性)年金暮らしの為、今後の医療費や通院方法が′心配です。もつと高齢になると体力的にも

遠方の病院には行けなくなると思います。又、他の病気の併発もあわせて考えるから…・。         ‐

(60代女性)C型、自己免疫肝炎、脂肪肝でINFが使えず、友の会定例会や会報で最新治療方法を

知ると気が迷入つてしまいます。GOT、 GPTが 150～180で週3回強ミノを点滴して上昇を抑えていま

すが通院が大変です。

(70代男)月干炎患者は通院で費用も掛ります。他の病気もあり精神的不安に加え経済的にも苦労し

ています。検査。治療費の特別配慮が得られると助かります。

(70代女性)肝炎治療ノ‐卜(例えば母子手帳様なもので診断等の重要事項、正式な病名、ステージ     ~

、治療方針、その効果等を病院側が記入して患者に渡して貰えるノート)のようなものを自治体で出し

て́欲しい。先生とのコミュニタTシヨンもとりやすいと思う8        ‐

【大阪府】

(70代男)国の本当の責任を痛感して欲しい。弱者ツト除のしきたり。信用出来ない(自分のタメだけを

考えている)

(60代男性)肝臓病も糖尿病と同じく、種々の全身症状がでるが栄養管理等のバックアップが少ない

(60代男性)年数がすぎでおり多年に渡りますので血小板も少なくINFが打てないのは、死ぬのを待

つ様でつらいです。又、長年の医療費がかさみ医療費の無料化をお願いしたいです。長く生きる事

への不安もあります。自分が悪い遊びでこの様になったのであればあきらめも付きますが、原因が分

からないのでつらいです。|          ,

(60代男性)肝臓病をわずらって約47年になる。高額なlNF治 療など3回(ラジオ波焼灼12回t塞栓

,  術 3回、肝切除1回等により高額な医療負担との闘いでありました。現在ウイルスは々イナスになりまし

たが肝硬変→肝がんになり治療を行つています。(中IB4)。肝炎治療に先駆者的な立場にあった肝が  '

ん患者に対して早急に治療費等の支援をすべきと考えます。

(70代女性)C型肝炎はいずれ肝硬変そして合併症、最後には癌へ移行する慢性難治性ですので、

もつと県や市の自治体が患者自身の症状をよく知る窓口があればと良いと願つています。

(5o代女性)肝硬変、肝がんは2級以上の身体障害者にするべしだと思います。すぐに治る病気では

ないので治療費が多く掛ります。仕事が出来にくい月干硬変は生活費の保障もお願いいたします。

【岩手県】

(70代女性)今年の4月にがんが見つかり手術を.しました。8月にまたがんが出て10月

に入院手術です。私は73歳です。もうあきらめてぃます。若い人たちはこれからです。二     、

日も早くいい薬を作つて下さい。                     ‐

(30代 男性B型 肝炎)ガ 学ヽ校のころバイキンと言われいじめられた:現 在パー トで働き、      ヽ

今までの医療費は親からの援助、年と共に病気 ・生活への不安多々あります。

(40代 男性)内 臓の悪い人間は障害認定も受けられず、命を削つて仕事をするしかない。

体のだるさ、手足のけいれんなど、国はもつと目を向けてはしぃ。

(60代 女性)病 院に行つていれば良くなると思つていましたが、さうばり治 りませんでし

た。痛くもない病気なので甘く見がちです。        i   r

(70代 女性)家 族のなかに居ながら 「コドク」です。ホスピスのようなところがあれば良

いと思うています。
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参考資料7…2
肝炎対策推進協議会

会長 林   紀  夫   殿

「肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (案)」に対する意見

2010年 (平成 22年 )9月

委 員

委 員

委 員

委 員

1委 員

委 員 松  岡 貞 江

今般、事務局より、肝炎対策の推進に関する基本的な指針の案(以下、指針案といいます)
が提示されました。

しかし、私たち患者委員は、肝炎対策の現状に対する評価や問題点の洗い出しもなく、

もちろん、その点についての委員間の議論もないまま、更に明確な視点が示されることな

く続けられたプレゼンやヒアリングを2回行つただけで、突然指針案が提示されたことに
ついて違和感を覚えております。
また、国が 「働きかけを行う」だけでよいとする記載部分も多く、現在の政策を大きく

変えねばならないという意識がなく、指針は抽象的な文言が並ぶだけです:

これでは我が国の将来の肝炎対策について具体的なイメージを描くことができません。

指針案がかようなものにとどまつている背景には、現状でかなり上手く進んでぃるとい

う認識があり、かつ、かような対策は、国が主体となつてやるものではなく、地方公共団

体が主体となってやるものだという意識が存するかのように感じられます。

しかし、そもそもなぜ、ひとつの疾病についてわざわざ個別の法律 (基本法)が 制定さ

れたのでしょうか。          l´

また、1現状に問題はないのでしょうか。先進諸国に比べて格段に肝がんなどの死亡者の

割合が多い我が国において、検査や治療は適切に進んでいるといえるのでしょうかしそう

ではないことは、私たち患者が一番よく認識しております。

よって:、まず指針の冒頭および第 1の部分において、基本法前文の意義を具体的に記載

し、現状評価も書き込み、第2以降の各論にういては、特に現状分析の必要な項目につき

詳しい記述を加えるべきだと考え、以下の対案を示すものです (新たに書き加える部分を

赤字にし、削除する部分を網がけにし、コメント部分にマニカーを引きました)6

ご検討の程、お願い申し上げます。

日

阿 部

天 野

木 村

洋 一

聡 子

伸 上

武 田 せ い 子

平 井 美 智 子
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第 1 肝 炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

第2 肝 炎の予防のための施策に関する事項                  ‐

第3 肝 炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

第4 肝 炎医療を提供する体制の確保に関する事項

第5 肝 炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

第6 肝 炎に関する調査及び研究に関する事項      ‐       ´ ‐  .

第 7 肝 炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

第8 肝 炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項
第9 そ の他肝炎対策の推進に関する重要事項

肝炎は、肝臓の細胞が破壊されている状態であり、その原因は、ウイルス性、アルコ
ール性、自己免疫性等に分類され、多様であるが、今日肝炎が国内最大級の感染症であ

ることは明らかである。肝炎は放置すると肝硬変し月干がんなどべ重篤化するのであって、

肝炎患者にとつて将来への不安は計り知れないものがある。
しかも、これまで肝炎の克服に向けた道筋が開かれてきたもののく早期発見や医療ベ

のアクセスにはいまだに解決すべき課題が多い。すなわち、これまで多くの肝炎対策が

進めら
｀
れてきたが(未 だに肝炎ウイルスに起因する肝硬変、肝がんなどによる死亡者は

年間4万人を超えており、全国で進められているウイルス検診や治療費助成制度を下層
強化すべきである。また、肝疾患診療体制も各都道府県で取組にばらつきがあり、地域
によっては患者が適切な治療を受けることが出来な

｀
い現状である。

更に、B型肝炎及びC型肝炎に係るウイル不への感染については、国の責めに帰すべ

き事由によりもたらされたものも存するうえ、ウイルス性肝炎患者は高齢化が進み、病

気が重篤化し、肝硬変 ・肝がんに苦しんでいる。これまでのウイルス肝炎対策は重症化
しないための医療費助成に重点が置かれ、重篤化した肝硬変以降の患者に対する支援の

在り方については殆ど検討されてこなかった。
これらの現状にかんがみ、肝炎対策のよリー層の推進を図るため平成22年 1月 1日

肝炎対策基本法が施行されたのであり、基本指針は、同法第9条 1項に基づき策定され
るものである6この基本指針において、B型 ウイノンス性肝炎又はC型 ウイノンス性肝炎 (以
下 「肝炎」という。)対 策を総合的に推進するために基本どなる事項を定め、今後、基本
指針に基づき国及び地方公共団体、更に肝炎患者を含めた国民、医療関係者などが■体
となうて、良質かつ適切な医療や社会福llLサ_ビ スの実現に取り組むことにより、ウイ
ルス肝炎患者が安心して治療し、将来に不安がなく生活出来ることを目指すものとする。

月T炎け1肝臓の細胸が破壊||れて')う沐熊
■ル性●自己免痺1性等||1分類されヽ1多様|で|あ
ウイルネ又は●型庁炎ライ'レネ感染に起因'
及び府炎1対策基本法||(平成,1年法律第|17
おい|てはtlЁ型ウイ'レス性肝炎来'|1型'イ
総合的に推準するために基本とな―る事捩を1定める|‐ものとす|る|:|
何故基本法が定められたのかについて記載された前文の趣旨を明確に書き込むべきである。
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第 1 肝 炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

に)基 本的な考え方

肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんといっ

たより重篤な疾病に進行するおそれがある。このため、B型 肝炎ウイルス又はC型

肝炎ウイルスに感染したことに起因して肝炎に罹患した者及びB型 肝炎ウイルス又

はC型 肝炎ウイルスに感染した者 (以下 「肝炎患者等」という。当然、ここには、

肝炎に罹患し、肝硬変(肝 がんに進行した者も含む)が 生活する中でかかわること

となるすべての関係者が肝炎に係る理解を深め、これら関係者の協力の下、肝炎患

者等が安心して生活できる環境づくりに取り組むことが必要である。

また、肝炎対策を進めるに当たつては、肝炎患者等を含めた国民の視点に立ち、

国民や関係者の理解t協 力を得て、肝炎患者等を含む関係者が一丸となって連携す

ることが重要である。特に、肝炎対策はt肝 炎患者等の置かれた環境、病状によっ

て異なるのであり、肝炎患者等の実態を調査し、その実態に応じた対策を講じるこ

と、肝疾患による死亡者を減らすことなど具体的な日標や達成時期を設定し、定期

的に達成度を評価することが肝要である。

0)肝 炎に関する更なる普及啓発
B型 肝炎ウイルス又はC型 肝炎ウイルス (以下 「肝炎ウイルス」という。)は く感

染しても自覚症状に乏しいことからく感染に気付きにくく、:また、感染を認識して

いても、感染者が早急な治療の必要性を認識しにくい。このため、国民一人下人が
'自

身の肝炎ウイルスの感染状況を認職し、肝炎に係る正しい知識を持つよう、更な

る普及啓発に取り組む必要がある。

さらにはt肝 炎患者等に対する不合理な取扱いを解消し、また、感染経路につい

,て の知識不足にょる新たな感染を予防するためにもt肝 炎に係る正しぃ知識の普及

が必要である`

侶):肝炎ウインレス検査の更なる促進
‐
  肝 炎ウイルスの感染についてはt輸 血、血液製剤、予防接種等、感染経路が様々

であり、個人の過去の生活における感染リスクの有無を判断することが困難である

ことから、肝炎ウイルス検査の受検機会を広く提供し、国民すべてが、少なくとも一

回は肝炎ウイルス検査を受けることが可能な体制を整備し、受検の勧奨を行 うこと

が必要であるも  ‐
「感染経路が様々」とだけ記載するのでは1実体に即さない。わが国においては、多くのケ■スが、

輸ユ、血液製荊、1予防機種による感染に原性)であるとしヽう事実を確認し、そのうえで、そのょぅ
な医療を受けた方(の感染)が特に童要

・C・あることを意識させるべきそある:

に)適 切な肝炎医療の推進       .

肝炎ウイルスの感染にういて認識している肝炎患者等の健康保持のためには、

個力の状況に応じた適切な治療を受けることが重嬰である。

肝炎患者等に対する適切な医療を提供するためには、専門的な知識や経験が必要

であるため、個々の月干炎患者等は、月干炎の治療を専門とする医療機関 (以下 「専F]

医療機関」という。)に おいて治療方針の決定を受けることが望ましい。

また、専門医療機関において治療方針の決定を受けた肝炎患者等は、継続して適

切な治療を受けることが必要である。
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このため、肝炎患者等が、居住地域にかかわらず適切な肝炎医療を受けられるよ

う、都道府県において、地域の特性に応じた肝炎診療体制の整備の促進に向けた取

組を進めるため、都道府県ごとに肝炎対策の推進計画を策定することが望ましく、

都道府県と国、医療機関が十分に連携する必要がある。

また、肝炎ウイルスの排除又は増殖を抑制する抗ウイルス療法 (肝炎の根治目的
で行うインターフェロン治療及びB型肝炎の核酸アナログ製剤治療)に ついては、
肝硬変や月干がんといった、より重篤な病態べの進行を予防し、又は遅らせることが

可能であり、また、ウイルス量が低減することにより二次感染の予防につながると
いう側面があ、ることから、引き続き、抗ウイルス療法に対する経済的支援に取り組
み、自己負担額の更なる削減を検討するむ必要がある。

幅)肝 炎患者等及びその家族に対する相談支援や情報提供の充実

肝炎患者等及びその家族の多くは、ウィルス性肝炎が肝硬変や月干がんといった、
より重篤な病態へ進行することに対する将来的な不安を抱えている、また、治療に

おける副作用等、治療開始前及び治療中におぃて、精神的な負担に直面することも

多くあることから、これらの肝炎患者等及びその家族の不安や精神的負担の軽減に

資するため、肝炎患者等及びその家族合の相談支援を行う必要がある。
また、肝炎患者等やその家族を含む国民の自線に立って、・分かりやすい情報提供

Iの 強化について、取組を進めてぃく必要がある。

俗)肝 炎医療をはじめとする研究の総合的な推進            |

肝炎は国内最大級の感染症であり、感染を放置すると肝硬変、肝がんといった重

篤な病態に進行する。このため、肝炎のみならず、肝炎から進行した肝硬変や肝が

んを含めた肝炎医療の水準の向上等に向けて、肝炎に関する基礎、臨床、及び疫学
研究等を総合的に推進する必要がある。

また、肝炎患者等の負担軽減に資するよう、肝炎対策を総合的に推進するための

基盤となる行政的研究についても進める必要がある。

第2 肝 炎の予防のための施策に関する事項               ‐

に, 今後の取組の方針について    `
感染経路にういての知識不足による新規感染を予防するため、すべての国民に対

する肝炎についての正しい知識の普及が必要である。特に、ピアスの穴あけ等の血

液の付着する器具の共有、性行為等、感染の危険性のある行為に興味を抱くように
なる年代に対しては、肝炎についての正しい知識と理解を深めるため、集中的かつ

効果的な取組が必要である。    '              ,

12)今後取組が必要な事項について

日常生活上の感染予防の留意点や、集団生活が営まれる施設ごとの感染予防ガイ

ドライン等の作成を行う。また、特に医療従事者等の感染のノくイリスク集団を中心

として、B型 肝炎ワクチンの有効性、安全性に関する情報提供を行うとともに、全

ての子どもを対象とした同ワクチンの予防接種を検討する。

第3 肝 炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項     ‐     |

に)今 後の取組の方針について   、

肝炎ウイルスの感染状況を本人が把握するための肝炎ウイルス検査にういては、
4
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健康保険組合や事業主等の多様な実施主体において実施されていることや、プラ

ィバシーに配慮して匿名実施されている場合があること等から、当該検査の受検

状況の実態を把握することは困難である現在困難な状況にある。
また、肝炎ウイルス検査未受検者や、受検しているが検査結果を正しく認識して、

いない者等、いまだ感染の事実を認識していない肝炎患者等が多数存在すること

が推定される。
「したがって、今後は、下記の方針に基づき、適切な肝炎ウイルス検査の一層の推

進を図るとともに、受検者における受検結果の正しい認識を促し、必要に応じて

適切な受療につなげることが重要である。

ア こ れまで実施してきた肝炎検査の体制をより拡充し、すべての国民が、少な

くとも一回は肝炎ウイルス検査を受けることが可能な肝炎ウイルス検査体制

を整備構築し、その効果を検証する。

イ 感 染経路の多様性にかんがみ、すべての国民が、少なくとも一回は肝炎ウイ
｀ ルス検査を受けることが必要であることについての普及啓発を徹底するとと

もに、輸血、血液製斉J、予防接種 (特に予防接種にあらては、かつて乳幼児期

に義務として行われていたうえ、昭和63年 まで注射針の連続使用がなされた

いた)に よつて感染することが多い事実も周
'知

したうえ肝炎ウイルス:検査受検

勧奨を行う
｀
。

ウ 肝 炎ウイルス検査の受検結果について、受検者各自が正しく認識できるよう、

検査前及び検査結果通知時において、肝炎の病態等に関する正しい知識につい

ての情報提供を徹底する。  `
土 肝 炎医療に携わる者が、最新の肝炎検査に関する知見を修得することは(適

切な治療方針の決定や、患者への適確な説,明を行う上で非常に重要である。こ

‐のため、肝炎医療に携わる者に対する研修の機会を確保する必要がある。

121 今後取組が必要な事項について

上記の方針を実現するため、引き続き、現状の取組を推進するとともに、新たに

下記にういて取り組む必要がある。

ア 国 は、現行の 「特定感染症検査等事業」及び 「健康増進事業」において行

つている肝炎ウイルス検査について、実施主体である地方公共団体に対し検査

実施とその体制整備を働きかけるとともに1検 証のための指標を設けるものと

する。                 |
‐ 国 は、地方公共団体ごとに肝炎対策推進計画を策定するよう求め、併せて同

計画のなかで地方公共団体の実情を踏まえた具体的な目標を記載するよう要請

し、目標達成程度に応じ、情報提供や指導を行うものとする。

各地方公共団体の自党を促すため、各地方公共団体に推進計画を策定させることが望ましい。

また|その際にはt具体的な自標を設定することが望まししヽ。        i
l 前回の議論モはI‐およそ薮値‐目‐標を設定することが菌難である力ヽのような議論がなされてい‐

たぶt菌が絶握
‐
できる数値■:従前がら続計上萌らが|こなってしヽた数字も存するのそあらそt

数値目標が全く困難だというものではない:

また、モデル地域を定あ:その地域における達成度を検証するという手法も考慮されるべきで
ある。
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イ 国 は、肝炎ウイルス検査の実施について、実施主体である地方公共団体に対
し、住民に向けた広報の強化を要請する。あわせて、産業保健に従事する者や、
医療保険者、事業主等の関係者の理解と協力の下、引き続き、労働者に向けた
受検勧奨を実施したうえで、出前検診等の更なる対策を講じることとする。

ウ 国 は、多様な検査機会の確保を目的として、医療保険者や事業主が労働安全

衛生法 (昭和47年 法律第57号 )に 基づく健康診断の機会をとらえて実施す
る肝炎ウイルス検査については、継続して実施されるよう働きかけを行う。あ
わせて、事業主が実施する場合の検査結果の取扱いにういて、プライバシマに

配慮した適正な通知と結果の取扱いについて改めて周知する。
工 国 は、月干炎ウイルス検査の受検前及び結果通知時において、受検者各自が、

‐
 病 態、治療及び予防について正しく認識できるよう、分かりやすいり■フレッ

トを作成し、地方公共団体や健診団体等を通じて、広く受検者に配布する。
オ 国 及び都道府県は、医療機関において手術前等に行われる肝炎ウイルス検査

について、医療機関から受検者にその検査結果について適切な説明がなされる
|    よ う働きかけを行う、とともに、その効果を検証する。     |

力 国 は、独立行政法人国立国際医療研究セン
｀
ター肝炎情報セシタニ (以下 「肝

:炎情報ヤンター」という。)に 対し、国立国際医療研究センターの中期目標及び

中期計画に基づき、拠′点病院等指導的立場にある医療従事者に対し、最新の知見
を踏まえた肝炎検査を含む肝炎医療に関する研修が行われるよう指示する。

‐

第4 肝 炎医療を提供する体制の確保に関する事項       .       :
(1)今 後の取組の方針について

肝炎ウイクレス検査の結果診療が必要と判断された者が医療機関を受診しない、ま
: た

、たとえ医療機関を受診しても、必ずしも適切な医療が提供されていないという

問題点が指摘されている。国は:そ の実態を調査する等の方法で、その原因を分析
し、原因に対応した対策を講じるとと

｀
もに、|このためヽ下記の方針に基づき、肝炎

患者等の早期かつ適切な治療を更に推進していく必要がある。  |

ア 都 道府県が設置する肝疾患診療連携拠点病院 (以下 「拠点病院」という。)

を中心とし、専門医療機関とかかりつけ医が協働する仕組みとして、地域にお

ける肝炎診療ネットワークの構築を進め、すべての肝炎患者等が専門1医療機関
における専門的知見を生かした継続的かつ適切な医療を受けることができる体

制を整備する。     |

イ 地 域保健や産業保健に携わる者を含めた関係者の連携、協力の下、肝炎患

者等に対する受療勧奨及び肝炎ウイルス検査後のフォローアップを実施するこ

とにより、肝炎患者等の適切な医療機関への受診を進める。

国は、受療勧奨及びフオロ=ア ップの効果を定期的に検証し、二定の指標の

もとに、陽性判明者の受療する率を高めていくことを目指す。   |

ウ 肝 炎患者等が、労働と継続的な受療を両立させることができる環境づくりに

向けて、引き続き、事業主、産業保健関係者、労働組合をはじめとした関係者 ‐

の協力を得られるよう、必要な働きかけを行うとともに、法整備および法的な

支援の必要性について検討する。
工 肝 炎患者の経済的負担軽減のための肝炎医療費助成の実施及び肝炎医療に

係る諸制度の周知により、肝炎の早期かつ適切な治療を推進する。

6
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12)今 後取組が必要な事項について

上記の方針を実現するため、引き続き現状の取組を推進するとともに、新たに下

記について取り組む必要がある。    |

ア 国 は、堆域保健ゃ産業堡健に従事する者が肝炎患者等べ提供するために必要
■   な 情報について整理し、分かりやすく効果的に提供するための情報ツールを作

成する。

イ 国 は、患者への情報提供の重要性に鑑み、国。地方公共団体による情報提供
のあり方を検討し、適切な情報提供のための施策を講ずる。

ウイ 国 は、拠点病院等の医療従事者を対象として実施される研修を効果的に進

めるため、研修計画を策定する。また、地域における診療連携体制を強化する

ため、肝疾患地域連携クリニカルパスの作成等、拠点病院が行 う研修への支援

方法について検討する。
工 国 は、肝疾患専門医でなぃ医師が肝疾患協力医療機関に指定される場合、同

医師が一定期間内に肝疾患治療に関する研修を受けることが望ましい。国はそ

の研修人の支援方法について検討する。また、国は、肝疾患協力医療機関に指

定されない場合であつて,も、肝炎患者等を診察 ・治療する医師は研修を受ける

必要性が高いことを広報する。

オウ 国 は、職場における肝炎患者等に対する理解を深めるため、肝炎の病態、

治療方法及び望ましい配慮についての先進的な取組例を分かりやすく示した

リーフレット等を活用し、各種事業主団体を通じて配布する。

力平 国 は、肝炎医療費助成制度、高額療養諸制度、傷病手当金及び障害年金等

の肝炎医療に係る既存の制度について、分かりやすくまとめたリーフレット等

を作成し、肝炎の治療を進める際に医療機関や肝疾患相談センター等における

活用を推進する。
キオ 肝 炎情報センターは、肝炎医療について、最新情報を収集し、肝炎情報セ

ンタ■のホームページ等に分かりやすい形で掲載することにより、医療従事者

及び下般国民に向けて可能な限り迅速に周知を図る。
ク 国 は、肝炎患者等が、労働と継続的な受療を商立できているかについて実態

調査を行い、状況に応じて法整備および法的な支援の必要性につし、ヽて検討する。

第5 肝 炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

に)今 後の取組の方針について      ― `

新規感染の発生を防ぎt肝 炎に係る医療水準を向上させるためには、肝炎の予防
及び医療に携わる人材の育成を行うことが宜要である。 |'   | 、
このため、下記の方針に基づき人材育成に取り組んでいく必要がある。
ア 新 規の肝炎ウイヽルス感染の発生の防止に資する人材を育成する。    、′
イ 肝炎ウイルス感染が判明した後に適切な治療に結びつけるための人材を育
成する。

ウ 肝 炎医療に携わる者が、最新の肝炎検査に関する知見を修得することは、適

切な治療方針の決定や患者に対し適確な説明を行 う上で非常に重要であるた
| め t肝 炎医療に携わる者の資質向上を図る。
工 地 城における肝炎に係る医療水準の向上等に資する指導者を育成する。1
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12)今後取組が必嬰な事項について        ,

ア 国 は、新規の肝炎ウイルス感染の発生を防止するため、各施設における感染

予防ガイドライン等の作成のための研究を推進し、当該研究成果について普及
策を講じる。         |

イ 国 は、肝炎情報センタTに 対し、国立国際医療研究センターの中期目標及び

中期計画に基づき、拠点病院等指導的立場にある医療従事者に対し、最新の知

見を踏まえた肝炎検査を含む肝炎医療に関する研修が行われるよう指示する:

第6 肝 炎に関する調査及び研究に関する事項      ‐               ‐

に)今 後の取組の方針について

肝炎研究については、これまでの成果を肝炎対策に適切に反映するため、研究実    、

績を総合的に評価、検証するとともに、今後、行政的な課題を解決するために必要
な研究を実施していく必要がある。このため、下記の方針に基づき、肝炎研究の効
果的かつ効率的な実施と研究成果の肝炎対策合の適切な反映を促進する。     |

ア 今 後の肝炎研究の在り方について、「肝炎研究7ヵ年戦略」を踏まえ実地し |
てきた過去の研究について評価を行つた上、当該戦略の見直しを行うとともに
肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる肝炎研究を推進する:

イ 肝 炎研究について、国民の理解を得られるよう、分かりやすい情報発信を推

進する。

9)今 後取組が必要な事項にらいて

上記の方針を実現するため、引き続き、現状の1取組を推進するとともに、新たに

下記についても取り組む必要がある。    ´

ア 国 は、肝炎対策推進協議会の意見を参考にし、「肝炎研究7ヵ年戦略」の評    :

価及び見直しを行う。              |         .
イ 国 は、肝炎研究について国民の理解を得られるよう、当該研究の成果につい

て分かりやすく公表し、周知を図る。

第7 肝 炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項          ,

(J 今後の取組の方針にっいて

ア 月干炎医療のための医薬品の開発等に係る研究を推進する。
イ 肝 炎医療のための医薬品を含めた医薬品開発等に係る研究が促進され、早期
の薬事法 (昭和35年 法律第145号 )の 規定による製造販売の承認に資する
よう、治験及び臨床研究の活性化の取組を推進する。

ウ 肝 炎医療のための医薬品を含めた、特に必要性が高い医薬品及び医療機器が

速やかに医療現場に導入されるために、審査の迅速化等の必要な措置を講じる。 ′

12)今 後取組が必要な事項について                         |

ア 国 は、肝炎等の医療水準の向上等に資する、肝炎医療のための医薬品の開発

等に係る研究を推進する。

イ 国 は、肝炎医療のための医薬品を含めた医薬品開発等に係る治験や臨床研究

を引き続き推進する:        、

:  ウ  国 は、肝炎医療に係る新薬、新医療機器等にっいては、優れた製品を迅速に
｀
 医 療の現場に提供できるよう、有効性や安全性に関する審査体制の充実強化等

.              ‐                  8                      ,
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を図るなど承認審査の迅速化や質の向上に向けた取組を推進していく。
工 国 は、肝炎医療に係る医薬品等のうち、欧米諸国で承認等されているが国内

で未承認の医薬品等であつて、医療上必要性が高いと認められるものについて

は、関係企業に治験実施等の開発要請の取組を引き続き行う。

第8 :肝炎に関する啓発及び知徽の普及並びに月干炎患者等の人権の尊重に関する事項

.に)今 後の取組の方針について

肝炎に係る正しい知識については、多くの国民に十分に浸透していないと考えられ

るため、下記の方針に基づき、よリー層の普及啓発及び情報提供を進める必要があるb

ア 肝 炎ウイルス検査の受検を促進し、また、肝炎ウイラレスの新たな感染を予防

するため、すべての国民における、肝炎の予防、病態及び治療に係る正しい理

解が進むよう普及啓発及び情報提供を推進する。̀

イ 早 期かつ適切な治療を促すため、肝炎患者等が肝炎の病態及び治療に係る正

しい知識を持てるよう、普及啓発及び情報提供を推進する。    |

ウ 肝 炎患者等が、不合理な処遇、待遇を受けることなく、社会において安心し

て暮らせる環境づくりを目指し、肝炎患者等とその家族、遺族や、医療従事者、

1 事 業主等の関係者をはじめとしたすべての国民が、肝炎に係る正しい知識を持

つための普及啓発及び情報提供を推進する。               |

(2)今 後取組が必要な事項について

上記の方針を実現するため、弓|き続き、現状の取組を推進するとともに、新たに

下記の事項について取り組む必要がある。   :

ア 国 は、平成 22年 5月のWHO総 会において、世界肝炎デーの実施が決議さ

れたことを踏まえ、財団法人ウイルス肝炎研究財団の実施する 「肝臓週間」に

おいて、集中的な肝炎の普及啓発を行う。
、とりわけ、近年我が国における感染事例の報告がある急性B型 肝炎 (ジェノ

タイプA)については、1従来‐のタイプに比し性行為により感染が慢性化するこ
とが多いとされて―いるためt‐Hl‐V等と同じく性感染症としての認識を促|.し、
予防策を講じる必要があることについて普及啓発を推進する。

イ :国は、肝炎患者等への受療勧奨活動として、医療保険者、医師その他の医療

従事者の団体、産業保健に従事する者の団体、事業主団体等の協力を得て、肝

炎の病態、知識や肝炎医療に係る諸制度について、普及啓発活動及び情報提供

を推進するg
' ウ  国 は、肝炎患者等や医師等の医療従事者、産業保健に従事する者、事業主等

の関係者に向けて、各々の立場で必要な情報を整理し、肝炎の病態や治療方法、

予防のために必要な事項についての分かりやすいり‐フレット等を作成し、情
報提供する。     「            ｀

工 国 は、地域における医療機関において、月干炎に係る情報提供が適切になされ

るよう、肝炎情報センタ_に おける情報提供機能を充実させるよう要請する。
オ 都 道府県はt拠点病院の相談センターを周知するための普及啓発活動を推進

する。     |  ｀                  ,

力 国 は、事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合の検査結果の取扱いについ

て、プライノミシアに配慮した適正な通知と検査結果の取扱いについて改めて周|

知する:
9
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‐
キ 国 は、肝炎患者等が不合理な処遇、待遇を受けることなく社会において安
心して暮らせるよう、肝炎患者等の意見を聴取しながら人権についての普及

啓発及び情報提供を推進する。⇒第9(1)②への移動が可能

第9 そ の他肝炎対策の推進に関する重要事項

(1)肝炎患者等及びその家族等に対する支援の強化及び充実           :

① 今 後の取組の方針について

ア 肝 炎患者等やそめ家族が、肝炎と1向き合いながら治療を含む生活の質の向上

に取り組めるよう、相談支援援体制の充実を図り、精神面でのサポート体制を

強化する。

イ 月干炎患者等が不合理な取扱いを受けた場合、肝炎患者等一人二人の人権を尊    _

重し、不合理な取扱いを解消するため、適切な対応を講じることができる体制
づくりを進める。 「

② 今 後取組が必要な事項について

上記の方針を実現するため、引き続き、現状の取組を推進するとともに、新た

に下記の事項について取り組む必要がある。
ア 国 は、都道府県と連携して、肝炎患者等やその家族等の不安を軽減するため   |

の情報提供、及び肝炎患者等やその家族等と、医師をはじめとした医療従事者

とのコミュニケーシヨンの場の提供を推進する。             |

イ 国 はt肝炎患者等支援対策事業を活用した肝炎患者等の支援策の具体例につ

いて、分かりやすい事例集を作成し、都道府県へ配布する:

ウ 国 は、肝炎情報センターにおいて(拠 点病院の相談員が必要とする情報にう

いて整理し、積極的に情報提供が行われるよう要請する。  |
工 国 は、1地方公共団体と連携して、法務省の人権擁護機関相談窓日の周知を図

る。

9)G)肝 硬変、肝がん患者に対する支援

① 肝 硬変、肝がん患者の置かれている現状と今後の取組の方針について ‐

肝硬変、月干カーヾんは根治的な治療法が少ないことから(現 在、効果の可能性の

ある発がん抑制剤の認可、インターフェロン少量長期投与の医療費助成などが

緊急の課題であるが、これまでの_ウイルス肝炎対策は重症化しないための医療

ついては殆ど検討されてこなかつた。

他方、肝硬変 ・肝がんに進展した患者は、重篤化するほど多くの治療費を要

するうえ、我が国における肝硬変 :肝がん患者の多くは60歳 以上の年金生活  |

者であり、病状が進むほど生活が困窮する状況にある:更 に、高齢化に伴ぃ専

門医療機関への通院自体が困難になっておりく最寄りの医療機関などで適切な

治療を受けないまま病状を悪化させ、或いは、肝がんの発見を遅らせてしまう

状況にある。                         ・
|   .こ れらを改善するため、医療費及び生活費の支援、医療体制の改革を早急に    1

実施する必要が存するのであつて、そのため、以下の取組を講じていく。

Ⅲ炎からせ1展する庁凍変|"が―ルは.1‐1根治的な治1療法が1少な|ぐ―tl■|の|ため●11
凍変●庁がル患者の不安を軽減す.‐るために|1以下1取組を議|じて, くヽ:|    ‐
② 今後取組が必要な事項について

ア 肝 硬変(肝 がんを含む月干疾患については、医療従事者への研修t及 び 「肝炎
10
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研究7カ年戦略」に基づく研究の推進による治療水準の向上等が必要であり、

この取組を推進していく。

イ 国 は、都道府県と連携して、肝硬変及び月干がん患者、肝炎患者等やその家族

等の不安を軽減するための情報提供、及び肝炎患者等やその家族等と、医師を

はじめとした医療従事者とのコミュニケ‐ションの場の提供を推進する。
・ウ 平 成 2‐2年度から、一定の条件の下、身体障害者福祉法における身体障害に、

新たに月干臓機能障害が位置付けられた:こ れにより肝機能障害の一部について

は、障害認定の対象とされ、その認定を受けた者の肝lla移植、肝臓移植後の抗

免疫療法とそれらに伴う医療については、自立支援医療 (更生医療)の 対象と

なつており、引き続き当該支援を継統するとともに、障害認定の実態を調査じ

肝炎対策推進協議会における議論をふまえ、制度の改善の必要性を検討する。

※ 平成22年 6月 18日 薬害肝炎原告団弁護団に対する大臣回答
「(肝硬変・月千がん患者への支援のあり方にうき、協議会での意見をまずも って尊重し、

大臣が作成する基本指針に明記してほしい、との要望に対し、)具体的に出た議論をどの

ようにまとめるのかということもありますが、基本指針にその議論を踏まえてそういうも

のを作ることにならておりますので、当然その議論は大変重いものだと思って基本指針を

つくってまいりたい」  ,            |

平 肝 硬変、肝がんに症状を悪化させた患者の治療実態、生活実態を調査する。

従前の文案では現状分析がなく、今後具体的に何をすればよいのかが明記されていない。

また、そもそも取組は、健康回復口生活支援のためになすのであって、不安軽減のためになすの

|ではない。よって、かようなトニンで書かれた「推進」すべき内容では不十分だと考える。

(0(21 地域の実情に応じた肝炎対策の推進

‐ 都 道府県においては、肝炎対策基本法の趣旨に基づき、地城の実情に応じた肝

炎対策を講じるため、都道府県内に肝炎対策に関する協議会を設置する。また、国

は都道府県に対し、同協議会の委員として、患者 。遺族を代表する者 (複数名)及

び市区町村の肝炎対策担当者を選任すること、この患者 。遺族を代表する者の選任

にあたちては、肝炎患者が高齢化していることに鑑み、年齢制限につき柔軟な対応

を求める。   1

都道府県は、協議会や患者の意見を踏まえ肝炎対策推進計画を作成することが望

ましく、同計画が作成された場合は、その計画に基づき肝炎対策の体制を構築し、

管内市区町村と連携した肝炎対策を推進するこ|とが望ま―れう:|またく都道府県及び

市区町村は、積極的に、国をはじめとする行政機関との連携を図りながら肝炎対策

を講じていくことが望まれる。|

14X3)国 民の責務に基づく取組             |

ア 肝 炎対策基本法第6条 の規定にかんがみ、肝炎対策は、肝炎患者等とその家｀
族、遺族を含めた国民が主体的かつ積極的に活動する必要がある。   ::

イ 国 民‐人一人が、肝炎は放置すると月干硬変や月干がんという重篤な疾病べと進
´

展する可能性があり、各人め健康保持に重大な影響をもたらしうる病気である

ことを理解した上で、少なくとも一回は肝炎ウイルス検査を受検しti自身の肝

炎ウイルス感染の有無について、早期に認識を持つよう努めること。

ウ 国 民二人一人が、月干炎ウイルスの新たな感染の可能性がある行為について正

しい知識を持ち、新たな感染が生じないよう行動することし       '
‐
                                     1 1
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また、肝炎ウイルスの感染に関する知識が不足していることにより、肝炎患
者等に対する不合理な取扱いや、それに伴う肝炎患者等の精神的な負担が生じ
ることのないよう、正しい知識に基づく適切な対応に努めること。

b)14)定期的な現状把握による効果的かつ効率的な肝炎対策の推進    |

国は、肝炎対策をより効果的かっ効率的に推進するため、地方公共団体等関係者
との連携強化を図るとともに、地方公共団体が推進計画を定めた場合はその計画に

設けられた日標の達成程度について定期的に調査 :評価を行いて地方公共団体の取

組について、定期的に調査及び評価を行い、改善に向けた取組を講じていく。

俗)肝 炎対策基本指針の見直し    |

肝炎対策基本法第9条第5項においては、「厚年労働大臣は、肝炎医療に関する

状況の変化を勘案し、及び月干炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5年
ごとに、肝炎対策基本指針に検討を加え、1必要があると認めるときは、これを変更
しなければならない。」とされている。

この基本指針は、肝炎をめぐる現状を踏まえ、肝炎対策を総合的に推進するた

めに基本となる事項にっいて定めたものである。今後は、基本指針に定める取組を

進めていくこととなるが、肝炎をめぐる状況変化を的確にとらえた上で、必要に応
じ適宜評価を行い、必要があるときは、基本指針策定から5年を経過する前であっ

ても、これを見直し、変更することとする。

９

“
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参考資料8

第 3回肝炎対策推進協議会(8月26日)以降に

提出された各委員からのご意見 ・ご要望

※五十音順



F可音F委:fミー1

A木 指針 (案)についての意見 (追加)

平成 22年 9月 1日

肝炎対策推進協議会

委員  阿 部洋T

2項  肝 炎の予防のための施策に関す る事項

(8項  (2)ア  に も開わる)

B型肝炎ワクチンの予防接種を早急に検討することを明記すべきであるも

3項 肝 炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

「肝炎ウイルス検診」につし全ては、
1今

の制度を改め新たな制度を構築をするn
・ ウイルス1貪診制度が複雑であり事業の統一言が必要。県及び政令都市、中核都

市も同様の制度の下に進める。

・ウイルス検診の費用が交付金のため、市町村により予餌iが確物tできなぃこと

から、検診費用を全額国の費月1で実施する。
・受診の段階から 「肝炎患者登録制度」を創設し、「陽性者」の受診勧奨、イ

ンターフェロン治療の勧奨などにもつなげる。

・肝がんが発見された段階で 「がん登録制度」に移行する。
|:「ll干炎ウイルス検診率の日標値を3年以内に60%と づ

Lることを目指す。
。これまでの検診で把握している受診率の公表(企業を除くなども可)
・ウイルス検診促進対

・
策を実施する。クーボン券、企業出前検診

:職 域の検診はプライバシーに配慮し住民1貪診などに誘導し、1資診結果の集約

、  を 区|る。

4項  肝 炎医療を提供する体制の確保に関する事項

月上疾患診療体儒J(専 F町医療機関 1協力医療機関)の 内容を公表する。
・肝炎患者が受療しやすいようt肝 疾患診療体制 (専門医療機関 「協力医療機

関)リ ス トを作成し、専P]医数、インタ■フェロン治療実績 ・肝硬変合併症 ・

肝がんなどの治療内容など診療機能と治療実績数を毎年公表する:

肝疾患地域連携クリニカルパスの作成普及を促進する。      |
・病診連携を作り上げるためにも、肝疾患地域連携クリニカルパス′を肝炎の種

類毎、病態などにより全国に作っていくことを求める。

協力医療機関 (/J・かりっけ医)医 旺の研修を徹底主登:_
・地j或でのクリニックや診療所などの肝疾患専門医でない医田iが「肝疾患協力
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F可音F委:』ミニ 2

‐ 医療機関 (インターフiロ シ治療や肝硬変 ・月干がんの受療支援医)に 指定さ

れる場合は、その医師が一定期間以内に、肝疾患患者治療療養支援研修を受

けることを義務づける。この研修は、基本的には二次医療圏ごと、あるいは   '

県単位で開催するものとする。

「(肝疾患)健康管理手帳Jの改善作成をする。              |
・ウイルス肝炎研究財団が普及に努めている 「手帳」を元にして、各地で取

り組まれている地域連携クリニカルパスに基づく 「肝炎患者手帳 (管理手

帳)」などの改善内容も取り入れ、この機会にti患者もかかりつけ医も専門

医、肝疾患相談支援員も活用しやすいものを作成し全国に普及する。

6項  肝 炎に関する調査及び研究に関する事項

|(2)今 後取組みの必要な事項についで

ア 国 は 「肝炎研究 7ヵ年戦略」の評価及び見直しを行う。

0

8項  肝 炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等:の人権の尊重に関する

事項                  ■

'  (2)今 後取組みが必要な事項について

「肝炎ウイルス感染者への偏見差月1を防止するためのテキス トJを 作成 し、

|
業な どに配布普及 されることを求めるハ

・現在でも不当な扱いを労働や福祉現場で行われているよ早急な偏見差別の防

止を強化する具体的な取り組みが求められている。 |      ,

9項  そ の他肝炎対策の推進に関する重要事項       |

(2)地 域の実情に応じた肝炎対策の推進

①肝炎対策推進協議会か
`ら

答都道府県に対し、都道府県の特性を踏まえた肝

‐                                              .  7      .

②各都道府県は肝炎患者を含めた国民の視点に立って肝炎対策を推進 して

盗2杢 量二墨童二遺立上生:表立五者を複数選任することとする。また、管内市 、

町村 と連佐 t/た肝炎対策を推進するため市町村代表も委員とする。

1各 都道府県の 「肝炎対策計画=以下対策計画」策定に当たっては、各都道府

県の肝炎対策推進協議会の意見を聞くものとする。

・各都道府県の協議会において、地域の実情に応じた肝炎対策の基本方針、日
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阿部委員 ―③

標などを決めた対策計画を策定す る。

・ 各都 道府県の協議会は対策計画で定めた内容 の進捗状況な どを把握 して国

に報告する。

・ 成功事例を公開 し全国の レベルア ップを図る。

(5)肝 硬変 ・肝がん患者 に対す る支援

肝がん、肝硬変の病期にあるものに対しても支援対策を講じなければ、患者

の間での支援策の偏りが発生する。今回の 「推進指針」に改善策を明記され

る|ように求める。       1
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一 一  天 野委員 -1                   -

平成 22年 9月 1日

肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (案)に っぃての意見

肝炎対策推進協議会委員
‐
             天 野Iは子

1.基 本指針案 の決定時期についての意見           |

基本指針 を策定す るに当たっては、

ウイルス肝炎 をめ ぐる現状及び これ までの肝炎対策の‖1題点を把握することが絶対

不可欠な前提です。

前回第3国会議で明らかになったように、全ての委員が現状と問題点を把握できてぃ
るとは言いがたい段階で、拙速に基本指針案を決定するがきではないと考えます。

2_.各 項目についての意見 ‐

第 1 肝 炎の予防および肝炎医療の1化進の基本的な方向

2～ 3行 日

B型 月11炎ウィル ス又 は C型 肝炎 ウイル スに感染 した ことに起因 して肝炎 に罹忠 した
′

もの→肝炎、肝硬変、肝がんに榊:忠したもの  に 訂正する。   |

第 2 月 F炎の予防のための施策に関する事項

(2)今 後l反湘lがZ、要な事項につぃて

(ジェノタイプA型 のB型 肝炎ウイルスの水平感染での持続感染者の増加がみら
れることから)B型 肝炎感染を防ぐために、小児全員を対象とするB型 肝炎ワク
チン投与を検討することを明記する。                す

第 3 肝 炎検査の実施体制および検査能力の向上に関する事項

肝炎ウイルス検査にっいては、今の制度を改め新たな制度を制定する。
・「肝炎患者登録制度」を創設して肝炎ウィルス受1食の段階から登録 し、「陽性者」の

受療勧奨、インターフェロン治療勧奨等につなげる体制を整え、結果をデータベ
ー ス化す る:                            ‐

・肝発 がんが発 見 され た段階で 「がん登録制度」に移行す る。   '
・ウイルス検 査 の費用は全額国が負1■す る。

｀ク,ポ ン券 発行 、企業 出前検診 な ど効果的な ウイル ス検査促進 をt全 ての市町村

を対象 と して実施す る。

・職域 の1会診 は、プ ライバ シユ に配慮 して住民1貪診 な どに誘 導 し、検診結果の集約

を図 る:        ‐                1         ｀

・肝炎ウイルネ検査について、実情調査と問題点を把1屋して今後の検査体制、具体
的な目標などを定める。
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‐                     天 野委員 -2

第 4 肝 炎 医療 を提供す る体制の確保 に関す る事項

肝疾患地域連携 ク リニカルバスの作成普及

・病診連携 を作 り上 げるためにも、肝疾患の病態 ごとの地域連携 クリニカルパスを

作成 し、全国に普及す ることを求める。

協力医療機関 (かか りつ け医)医師σ研修
・地域の診療所などの肝臓専門医でない医師が「月干疾患協力医療機 関」(インター フ

ェロン治療や肝硬変・肝がんの受療支援医)に 指定され る1場合は、その医師が一定

期間以内に、肝疾患患者治療療養支援研修を受けることを義務付ける。この研修

は、都道府県 ごとあるいは二次医療圏ごとに開催するもの とす る。

「(肝疾患)健 康管翠手帳」の改善作成

。肝炎患者が受療状況を把握す るために、 ウイルス肝炎研究財団が普及に努めてい

る手1長をもとに して、各地で取 り組まれている地域連携 ク リニカルパスに基づ く

「肝炎患者手帳 (管理手帳)」などの改善内容も取 り入れ、患者 もかか りつけ医も、

専門医、肝疾患相談支援員も活用 しやすい 「肝疾患健康管理手帳」を作成 し、全

国に普及す る。

肝疾患診療体制の公表     |
・都道府県 ごとに肝疾患診療体制 (専門医療期間 ・協力医療機関)リ ス トを作成 し、

専門医数、治療実績、月]二硬変合併症 ・肝がん等の治療内容など診療機能 と治療実

績を毎年公表する。

第 8 肝 炎 に関する啓発及び知識の普及ならびに肝炎患者の人1在の尊重に関する事項
。(ノ)ンセ ン病、II I Vにならい)「肝炎 ウイルス感染者への偏見差別を防止するた  、

めのテキス ト」を作成 し、学校教育‐老人 `障害者福祉施設、保育幼稚園施設、スポ
ーツ施設、保健所、市町村、企業などに配布普及する。

第 9 そ の他肝炎対策の推進に関する重要事項              ‐    ｀

(2)地 域の実情に応 じた肝炎対
」
策の1化進           '

・各都道府県においては、地域の実情に応 じた肝炎対策の基本方針、全体目標、具

体的な取 り組みを含む 「肝炎対策推進計画Jを策定する。
・国民の視点に立って肝炎対策を推進するために、各都道府県の肝炎対策協議会に

おいて も国 と同様、患者等及びその家族又は遺族を代表す る者 を複数選任する。  |

またt管 内市町村 と連携 して肝炎対対策 を推進するために市町村代表も必ず選任

す る。
・各都道府県の協議会においては 「肝炎対策推進計画」の実施内容の把握 と評価 を

行い、国に報告す る。

・成功事例を公開.して全 国の レベルアップを図る。    1

(5)肝 硬変・肝がん患者に対する支援

1 ,肝 硬変、肝がんの病期にある患者に対 しても支援対策を講 じなければ、患者の間
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天野委員―③

での支援策の偏りが発生する。今回の基本指針に改善策を明記するように求める。
“肝炎対策基本法 附則 第二条 2,に基づき、肝硬変及び肝がんの患者の医療及び生

活の現状を早急に調査し、肝硬変・肝がん患者が適切な医療を受けることができる

よう、肝硬変・肝がん患者に係る経済的な負担を軽減するための施策を検討するこ

とを明記する。      |

これ以外の部分については、第 3国 会議で阿部委員が提出済みの 「基本的な指針(案)

についての意
'見

」を採用する
.。
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指針案取 りまとめに対する意見

平成 22年 9月 1日

肝炎対策推進協議会 委 員

木村 伸 二

1、 現 状対策の問題点を踏まえた議論がなされないまま指針案

を提示する事に対して  :

2、 事 務局提案の指針案について

3、 指 針案取りまとめ後について  :

, 1、  指 針案を作成するに当たうてはウイルス肝炎をめぐる現状、これまでの

肝炎対策の問題点を把握することが
"絶

対不可欠
"で

す。
|そ の上で現状問題点を解決するための議論をし、今後の対策を進めるための
1 指 針を決めなければならないと考えます。

しかしこれまで事務局からの問題点の明確な提示も無く、患者が現状と問題
点を説明する時間も充分に取られてきませんでした。

前回第3回会議の中で明らかになった様に、現状すら理解できていない委員
が多いのではなぃかと思われます。

協議会での具体的議論も無いこのょぅな段階で、基本指針案が決定するとい

うことは到底納得しがたい事です。

2、 事 務局より提示された指針案内容はその殆どが現在行われている対策を
掲げていると思われ、その様な内容では現状と何ら変わらずより良い対策
となるとは考え難い。

それではこの協議会が設置された意味、役割も無いに等しいと思われtこ
の事からも指針案取りまとめに関して議論の必要がなお有ると考える。

.

木村委員 二1

・‐
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‐ギ‐ 木 本寸委員 -2   「

3、 指 針案取りまとめ後t本 協議会において具体的項目等に関しての議論、

意見聴取を行い、指針案に沿つた意見及び不足と思われた事項が有ればそ

れら意見を取りまとめ、協議会からの指針策定に際しての意見として大臣
人提出が必要 と考える。

‐ 以上指針案取りまとめに対する私の意見です。      ,

指針案に対しての意見、要望は別途提出致します。
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木村委員 -3

平成 22年 9月 1日

基本指金十案についての意見書

肝炎対策推進協議会
:     委

員  木  村  伸  一

〇はじめに

第二回肝炎対策推進協議会において厚生労働省から提出された 「肝炎対策の

推進に関する基本的な指針 (案)」には、不十分な点、不適切な点が多々見受け

られ、これらについて次国以降の肝炎対策推進協議会において十分な議論を行

うことが1必要であると考えます。 .

この度、肝炎対策推進室より、平成22年 9月 1日までに上記指針 (案)に 対

する意見等を提出するよう求められました。この期限は一方的に示されたもの

であり、上記指針.(案)に ついて十分に検討する時間も与えられていないこと

から、この意見提出期限をそのまま受け入れるものではありませんが、本日ま

でに検討を行った以下の点につき、意見を述べます。           |

〇指,十(案)第 8(2)に っいて

指針 (案)第 8の (2)に は、以下の記載があります:

「とりわけ、近年我が国における感染事例の報告がある急性B型肝炎 (ジエノ
タイプA)は 、従来のダイプに比し性行為により感染が慢性化することが多い

とされてぃるため、HIV等 とFH~3じく性感染症としての認識を促し、予防策を

講じる必要があることについて普及啓発を推進する̀ 」        |

この記載は、「性行為により感染が慢性化する」という記述が、あたかも感染
経路の違いによりB型肝炎の慢性化 (ないしは遷延化)の 確率に違いが生じる
かのような記載であぅ点で著しく不正確ですし、母子感染ないしは幼少期の予
防接種 ・治療行為による注射器の使ぃ回し、輸血等により感染したB型慢性肝
炎患者に対する偏見を助長する記載と言わぎるIを得ません:   :   ｀
B型月干炎春者、HIV患 者及びその他の性感染症患者への配慮に欠けている事。
また、仮に、成人後のジエノタイプA(ё )へ の感染経路として、他のジ三

ノタイプより性行為感染という経路が多いというデータがあるとしても、これ

を 「性感染症としての認識を促し、普及啓発を推進する」という 「対策」で済
まそうとするのは著しく不十分であり、やはり、偏見の助長にうながるだけで
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木村委員一④

あると考えます。

1本来とるべき対策としては、全乳幼児へのB型 肝炎ワクチン投与 (universal

vacとinatiOn)がもつとも重要視されるべきであり、W耳 ○もこ:れを加盟国に強

く推奨しています。世界ではすでに 150カ 国以上行われているこの対策が、日

本では未だ行われず、指針案にも盛り込まれていないことは、指針 (案)と し

て著しく不十分であると考えます。

○ 指 針案前文について

指針案前文の 『 肝 炎対策基本法 (平成 21年 法律第97号 )前 文の趣旨にか

んがみ 』 とあるが、具体的文言を明記すべきである。

以  上
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熊田委員 ―①

第 3回 肝炎対策推進1協議会においても発言いたしましたが、あらゆる要望を1丈
せることは簡単でも、実際に実行はなかなか難しいと思います。

実際に患者さん及び医師が前向きに可能なことはtよ り良い診断とより良い治

療だと思います`そ の為には、新しい診断法、例えばHBVゲ ノタイプや、新し

い治療法、特に日本は肝癌が既に高齢で多発していることから、インターフL■

ロンでも治らない患者さんは多数おられます。

こうした人たちに、せめて癌ができでも再発予防の薬剤が早く世に出れば、少
しでも肝癌での死亡患者きんは減ると思われます。
実際に現在既に中請してある非環式レチノイ ドについては、統計学的には医師

側の意見とPMDAが 大きく異なっております。すなわち医自F側は、治験の結果

はあきらかにレチノイ ド6001ng群は優位に発癌を抑制しているとデニタと認識

しております。しかし実際にはt PMDAと は意』Lが異なり、再治験といわれて

もそれを行うには 4、5年後となります6        ・

以上のことから、昭和35年の薬事法のみではなく、今の日本の肝癌発生の状況

から考えると、早期|に学会の要望あるいは患者さんへの■∵ズを考慮しながら

薬事法に法つた審査が必要であると思われます。
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武田委員 二①

差出人:                        |

送1言日時:        2010年 8月20日日曜日21観
宛先:        西 塔 哲(saた。ursatoshD
件名:        【 事務連絡】肝炎対策基本指針案に対するご意見・ご要望について

西塔様  '

何時もお世話 |ごな ります

3回 で基本指針が決定すること自体、形式的で中身のない指針だと思われます。

財源の事もあるとは思いますが、委員の皆様の意見もろくに聞いていない状態で

は納得できません。

紙面上やメールで聞くのではなく、委員皆様のいる場所で全員の意見をお聞1きしたぃと思います。

武田 せ い子
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龍岡委員 二 1

肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (案)に ついて

1    ‐   22.9.1龍 岡 資 晃

ユ 各 委員のご意見、専門家のプレゼンテ■ションを拝聴し、改めて医療等

の面での利1繊的かっ効果的な、現実的な対策の必要性を認識し、肝炎対策推進
の藤本的な指針の策定には、国家及び地方公共団体の視点に、患者・家族の視点、

医療等関係者の視点、そして、広く国民的視点からの検討が必要であることを

,3強く感じています。

この対・策の推進には(医療面の対策が″F要であることはいうまでもなぃこと
ですがt私は、その推進,実現のため||も、患者関係者に限らず、広く国民一

般に、肝炎に対するll~しい知識の普及啓発が極めて重要であると考えます。

この観点を中心にt若十の点について述べさせていただきます。
2 肝 炎患者等に対する偏、・差別の問題について

(1)月f炎患者等に対する偏見七差別の問題も、肝条自留ドについての正確な

知識の久乏に1■1人|するものが多いめではなし,かヽと思われます。そうであるとす
るならば、正確な知識の普及啓発は、この問題の解消人の重要な鍵となり、大
きな意義があると思います。

(2)こ の点は、指針案の第 1の0)に1距り込まれていますが、本題を 「肝炎

に1刀するコニしい知識の更なる普及啓発」と明確にし、医療面での本来的な対策

とそれに関連する諸施策を支える重要な柱として、この指針でも強調されるベ

さであると考えます。           l         i

(3)差別P偏見に関しては、具体的事例を集積して、|プライバシーに配慮
した形で、二定期間ごとに公表すべきであるとの意見がありましたが、二つの

方策であるように思われます。          (

具体的事例の集積と、例えば月干炎に対する誤解から生じたものであるなど原
因を分析し、これに対する対応策が示されるならば、偏見や差別などの問題状

況の解消に役立つとともに::■般的な=し い知1識の普及啓JЬにも寄与するもの

と思われます。

(4)差別偏見から不当な取扱いや処理を受け、あるいは精4・lll的な損害を受
けるなどした場合には、いわゆる薬害訴訟等のように、最終的には、裁判所に

11
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龍岡委員-2

救済を求めることになると思われますが、裁判外でも、第二者的な公正な機関

によって、調停等の手続で、解決することができるようにすることも、考えら

れるように思います。肝炎に関するものに特化した機関も考えられますが、広

く医療関係の紛争等に関する第二者的機関での特化した処理体制も考えられる

と思います。

3 肝 炎ウィルス検査とプライバシーの問題について

(1)肝 炎ウィルス検査の必要性・重要性あぅいは効果等にっいて必ずしも

十分理解されていないことなどから、検査自体未だ十分普及浸透しておらず、

受検者の実態の正確な把握すら困難であるとの指摘がありました。その大きな

原因の下つはプライバシーの侵害に対する不安、不信にあることがうかがゎれ

ます。

(2)肝 炎ウィルス検査は人の生命にも関わる問題であるとの指摘があり

ましたが、この問題とプライバシーの間1題をいかに考えるか、軽重め判断は自

ずと明らかであるともいえる一面、人の置かれている状況等によって様々な考

え方があり得るところであり(そ の調和点をどこに求めるか難しい問題である

と思います。

(3)肝 炎ウイルス検査の受検率を高めていくためには、組織的な体制あ

構築が重要であることはいうまでもないと思ぃますが、これを支え、組織体制

が実効的に機能するためには、検査に伴うプライバシーに関する懸念 ・不安や

不信を解消していくことが必須不可欠であると考えます。例えば、プライバシ
:

―保護に関してどのような配慮がされているかなどについても、受験者に対し

十分説明するのはもちろん (説明を義務付けることも考えられるように思いま

す。)、広く国民∵般に広報し周知していくことが考えられ、この点は、指針に

おいてももう少し強調されてもよいと思ぃます。

(4)既 に肝炎ウィルス検査結果の報告の在り方や検査結果を的確な治療

等に繋げるための適正な活用方法等について関係機`関等におけるガイ ドライン

が策定されるなどtか なり実効的な方策が講じられてきているようですが、必

ずしも全国的総合的な取組みでないところもあるように思われます。こ|の方策

を充実、発展させることも考えられるべきではないかと思います。

国民=般 が安心して肝炎ウイルス検査を受検できるような体制、環境を構築

2
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龍岡委員―③

するためには、既に作成されているプライバシ‐についても配慮したガイ ドラ

インやマニュアルなども集約して、より総
｀
合的なガイドラインやマニユアルを

策定。作成し、患者等や医療関係者等に限らず広く国民一般に周知してこの面で

の理解を促進することも必要であると思います。、

(5)肝炎自体のみならずプライバシー保護に関する正確な知識の普及啓

発は、プライバシーについての不安などから、検査を回避し、治療も回避する

ような社会的状況を根本的に解消していく上で大きな力となり、肝炎対策推進

法の趣旨b目的の実現に向けて大いに寄与していくものと信じます:

(6)こ のような考え方がIyHL実的で有効な方策であると理解されるために

も、肝炎に対する正確な知識、医療の現状と将来に対する正確な知識の普及啓

発が極めて重要であり、この点を指針により明確な形で盛り込むことが望まし

いと思われます。

以上に関連して付言しますと、知識の普及啓発は、国、地方公共団体、医療

1幾関のみならず、新聞テレビなどのメディアの理解と1幅広ぃ協力が求められる

ほか、若い世代から学校等における教育にも取り入れられるべきであると思い

ます。                ・     ■

1■‐3



南部委員―①

差出入:

送イ言日時:        2010年 8月30日月曜日 1,17
宛先:       ,西 塔 暫(s aたd u = s a t o副1 0

件名:         :【 事務連絡】肝炎対策基本指針案に対するご意見・ご要望について

肝炎対策推進室様

福岡市東保健所の南部由美子です。
前回は出席できづすいませんでした」
次の意見を送らせて頂きます。       ′

.  肝
炎の予防、早期治療、肝炎の正しい理解の普及啓発を考えると、

そろそろマスコミを使つた全国的な普及啓発を手がけてもよいのではないでしょうか。
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松岡委員 -1

厚生労働省 健康局 疾病対策課
肝炎対策推進室 肝炎対策指導係 西 塔 哲 様

指針 (案)に 対する意見

2010.8.31.

松岡 貞 江

協議会で言い足りなかつたこともあり、意見提出の機会を作つていただき、喜んでいます。

全体としては具体性がない、基本指針ができてこう変わるというイメ ―̈ジが明確でない。

指針の組み立て方として、肝炎対策基本法の示す 9J頁目に沿うことはわかるが、

① 第 1:;のなかに (1)か ら (6)ま での項目を立てる必要があるか、(1)だ けでよい

と思う。       ヽ

② 第2か ら第 9までの各項目に (1)今 後の取り組みの方夕十にうぃて ;と (2)今 後取り

糾lみが必要な事項について;と分けてある。すでに実施中のことを11た進する・継続する

という記載をする必要があるのか。それを (1)現 1犬と言果題として、(2)は より具体

的に今後の目標を明確にしてほしい:     _

患者の治療支援について、財政問題を言われるがi llli炎患者はこれまでの対
・
策ですでにき

―クを越えているのではないか。今後10年 もすれば費用は半分で済むようになる、今苦

しルでいる人に焦点を当ててほしい。

また地域の特性に応じた…というが、現に東京 ・北海道など、自治体独自で支援できてい

るところと、そうでないところで、患者め治療環境が大きく違う。進んだ取り組みを国と

して取り入れて地域問格差がなぃようにしてほしい6

細かいところは手書き修正意見を送ります。                    ,

ヽ

以上
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肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (案)

平成00年 ○○月OO日

目次

第 1 肝 炎の予防及び肝炎医療の推逃の基本的な方向
第2 肝 炎の予防のための施策に関する事項

:  第 3 肝 炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
第4 肝 炎医療を提供する体制の確保に関する事項      :
第5 肝 炎の予防及び肝炎医療にEEする人材の育成に関する事項
第6 肝 炎に関するm査 及び研究に関する事項
第7 肝 美医療oた めの医薬品の研究開発の推進に関する事項
第8 肝 炎にBEする啓発及び知識の普及並びに肝炎患著等の人権の尊重に関する事項
第9 そ の他肝炎対策の推進に関する重要事項

肝炎は、肝厳の細胞が破壕されている状態であり、その原日は、ウイルス性、アル
コール性、自己免疫性等に分類され、多様である。しかしながら、我が国では、B型
肝炎ウイルス又はC型 肝炎ウイルス感染に起国する肝茨愚者が大きな害り合を占めてい
ること、及び肝炎対策基本ぎ (平成21年法律第97号)前文の趣旨にかんがみ、本基

希仄肇"ツ警欅 黎Ξ鶏■√
…

第 1 肝 炎の予防及び肝炎医療の推地の基本的な方向           |

(1)基 本的な考え方

肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢1生化し、肝硬変、肝がんといった
より重篤な琴病に進行する●それがある。このためll型 肝炎ウイル^工 はC菫 肝
炎ウイルスに感染したことに起国して肝炎に罹急した者及びE型 肝炎ウイルス又;1
G型肝炎ウイルスに感染した者 (以下 「肝炎患者等」という。)力'生活する中でかか

,   わ
ること|な るすべての関係者| 肝ヽ炎に係る理解を深め、これら関係者の協力の下、

肝炎息者等が安心して生活できぅ現費づくりに取り組むことが必要である=
また、肝炎対策を進めるに当たっては、肝炎患者等を含めた国民の視.点に立ち、国

民や関係者の琴解、出力を得て、肝炎患者等を含●関係者が一丸となっそ連携するこ
とが軍要である.           `

:に
き駄 野 殆 ]薔 葵房 乳 ::干1'ィン1」itぅ♪山

染しても自党症状に乏しいことから、感染に気付きにくく、また、感染を認識してい

- 1

ても、感染者が早急な治療の必要性を認識しにくい。このため、国民一人一人が自身
の5T炎ウイルネの感染状況を認識し、肝共に係るェしい知識を持つよう、更なる普及
啓発に取り組む必要がある。                    ・

さらには、肝炎息者等に対する不合理な取扱いを解消し、また、感染経路について
の矢p識不足による新たな感染を予防するためにも、肝炎に係る正しい矢0繊め普及が必
要である。

(3)肝 炎ウイルス検査の更なる促進

肝炎ウイルスの感染については、 であり 個人の追去の生活におけ  ス,・7メ'Oι
ゆ

:璧i]::[[製野墨葬写嬰質響牟」'i縦基]鱗賃[ ン‖傘ピ撲会を広く提供し、国民すべてが、少なくとも一回は肝炎ウイルス積査を受けること さ瞑√J
が可能な体制を整備し、受積の勧奨を行うことが必要である。 ど

｀
つρヽ

(1)品な敲麟の連‐CD
肝炎ウイルスの感染にっいて認証している肝大患者等の健康保持のためには、

個々の状況に応した適切な治泰を受けることが重要である:
肝炎思者等に対する適切な医療を提供するために||、専門的な知識や経験が:L/・要

であるため、個々の肝炎息言等は、肝炎の治療を専P号とする医療機関 (以下 「専F5
E辱 機関」とい

,F)|こおいてお療方針の決定を受けることが望ましい。
また、専F殖 療機関において治療方針の決定を受けた肝炎患者等は、維続して追

切な治泰を受けることが必要である。

より重篤な病態へ進行することに対する将来的な不安を抱えている。また、治療に
おける割作用等、治療開始前及び治療中において、精神的な負担l・

~巨
面することも _      ‐

象1:2二i講臭三二曇i3誓劣曇憂言秀聡象貫覆薔馨T憲墨繁言讐「千
の警減に      :´ン「′

・

また、肝炎患者等やその家族を含む曰良の目線に立って、分かりやすい情報提供
の強化について、取組 を進めていく必要がある。           |

- 2
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鳥
1場rJ311蹴嵐量 号T雲1発Mが んi っヽた重

篇な病態に進をする。このため:肝炎のみならず、肝炎力ヽら進行した肝硬変や肝が

んを含めた肝炎医療の水準の向上等に向けて、肝炎に関する二礎、臨床、及び反学

研究等を組合的1〔推進する必要がある。          ・

また、チ炎思者等の負担軽減に資するよう、肝炎対策を総合的に推進するための

第]雌li[[言[]I[1言li∬笛
3ヴ:

(1)今 後の取組の方針について

感染経路についての飾議不足による新規感染を予防するため、す´ヽての国民に対

する肝炎についての正しい知識の普及が必要であるこ特に、ビアスの穴あけ等の血

液の付着する器具の共有、性行為等、感染の危険1生ゐある行為に興味を抱くように

なる年代に対してli、肝炎についての正しい知識と理解を深めるため、集中白tかつ

効果的な取組が必要である。           ´    ‐

拿査前及び検査結果通知時におぃて、肝炎の病態等に開する正しい知識について

の1青議提供～微奉する。 :
工 肝 炎医療に携わる者が、最新の計炎検査に関する知見を修得することは、適切

な治療方針の決定や、思者への適薇な説明を行う上で非常に重要である。このた

め:肝 炎区猿に1 あヽる者に対する研修み機会を確保する:と、要がある。

(2)今 後取組が必要な事項について

上記の方針を実現するため、引き親き、環状の取組を推i生するとともに、新たに下

記についで取り組む:必要がある。         ,   .
ア 回 は、現行の 時 定感染症検査等事業J:及び 喰 康増道事業」において行つ

ている肝炎ウイルス横査について、実施主体である地方公共団体に対し、検査

実施とそtrp体制整備を働きかける。
イ ロ :ま、肝炎ウイルス検査の実施にっいて、実施主体である地方公共団体に対

し、住民に向けた[等 の強fヒを要請する。あわせて、覆業保健に従事する者や、
医療保険者、事業主等の関係者の理解と協力の下、引き続き、労働者に向けた

受検勘奨を実施する.                ―

ウ ロ 1ま、多1景な検萱権会の確保を目的として、́医療保険者や事業主が労働安全
衛生法 (昭和47年 法律第ぅ7号)に 基づく健康診断の機会をとらえて実施する

月T炎ウイルス検査については、経続して実施されるよう間きかけを行う。あわ

せて、事業主が実施する場合の検査結果の来扱いについて、プ
.ラ

イバシーに配

慮した適正な通知と結果の取扱いについて改めて月ま口する.
ェ コ :1、8E炎ゥィルス検査の受験前及び結果通知時において、貴検者各自がr

病態、治療及び予防について正しく認識できるよう、分かりやすいり,フ レッ
トを作成し、地方公共団体ゃ健診団体等を通じて、広く費検者に配布する。

オ ロ 及び都道府県iま、医療機関において手術前等に行われる肝炎ウイ′レス検査
について、医療機関から受検者にその検査結果について遮切な説明がなされる
ようイ動きかけをイ子う。

力 国 は、独立行政法人日立国際医療研究センター肝炎情iRセンター (以下 「肝

炎情L・Rセンター」というf)に 対し、日立国際は,研 究センターの■コ日標及び:

中期計画に基づき、拠点病院等指導白,立場にある医療従事者に対し、最新の知

見を踏まえた肝炎検査を言む肝炎医療に関する研修が行われるよう指示する。

第4 肝 炎医療を提供する体制の確保に関する事項

(1)今 後の取組の方針にういて

肝炎ウイ′レス模査の結果診嶺が必要と判断された者が医療性麗を受診しない、また、
たとえ医療機間を受診しても、必ずしも適りなE療 が提供されていないという問題点
が指:商きオしている。

このため、下記の方針に基づき、肝炎患者等の早期かつ適切な治療を更に推進t′て
いく4必要がある。

い

い

■11し` o`

瀾賢:醐《、こ

´(1)今 後の取組の方針について

ιを本人がオ=橿するための肝炎ウイルス検査についでは、健
'肇な実施主体において実施されていることゃ、プラノィヽシ

て́いる場合があること等から、当訪模査の受検ホ況の実態

)る。また、肝炎 ウイルス検査未責挨者や、受検しているが

ヽ なヽい者等、いまだ感染の事業を認識していない肝炎患者

:定される.

記の方針に基づき、適切な肝炎ウイルス検査の一層の推進

おける贅検結果の正しい認識を促し、必要に応して適切な

:である。

ア す べての国民が、少なくとも一回は肝炎ウィルス検査を受けることが可能な肝

炎ウイルス検査体市Jを整備する。

イ 感 染経路の多様性にかんがみ、十べての国民が、少なくとも一回は肝炎クイル

ス検査を受けることが必要であることについての普及啓発を1無底するとともに、

肝炎ウイルス検査受検勧奨を行う。

ウ 肝 炎クイレレス検五の受検結果について、受検者各自が正しく認識できるよう、
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ア 郡 道府県が設L■eするFir疾思診療連携拠点病院 (以下 「処.卓病玩」という。)を
中心とし、専門医療機開とかかりつ1テ区が協働する仕組みとして、地域におけ

る肝炎診療ネットヮークの構築を進め、すべての月T炎患者等が継続的かつ適切

な医療を受けることができる体制を整備する。
イ 聾 域保健や産業保撻に携わる者を含めた関係者の連携.協力の下、肝炎息者等

に対する受療勧業及び肝炎ウイルス検査後のフメ‐ロニアンプを実施することに

より、肝炎患者等の適切な匡素機関への受診を進める。       ｀
ウ jlf炎患者等が、労働と継続的な受療を両立させることができる環境づくりに向

けて、引き続き、事業主.産業際健関係者、労働組合をはじめとした関係者の協
力を得ら'■るよう、必要な働きかけを行う。

工 月千炎患者の経済的負担軽減のための肝夫医療費助成の実施及び肝炎医療に係

る諸帯J度の周知により、肝炎の早期かつ適切な治療を推進すう。

(2)今 後取組が必要な事項について

上記の方針を実ョするたり、引き続き現状の取組を推進するとともに、新たに下記

について取り組む必要がある。    ´       ′

ア 国 1ま、地域保健や産業保健に従事する者が肝炎患者等へ提供するために必要
な1青報について整理し、分かりゃすく効果的に提供するための情報ツールを作

成する。

イ 国 は、拠点清r・i等の医療従事者を対象として実施される研修を効果的に進め

るため、研修計画を策定する。また、地域における診療連携体帝」を強fじ哺
・
るた

,め、拠,点病院が,う 研修・ヽの支援方法にっいて検討する[
ウ 国 は、職場における肝炎尋者等に対する理解を深めるため、肝炎の精態、治療

方法及び望ましい配慮についての先進的な取組例を分かりやす・(示したり,フ

レント等を活用し、各種事業主団体を通じて配布するこ
■ 回 は、肝炎医療費助成制度、高額豪養費帯J度、傷病手当全及び障害年全等の肝

炎医療に係る既存の制度につぃて、分かりやすくまとめたリーフレット等を作成

し、肝炎の治療を進める際に医療機関や肝項息iB談センター等における活用を推

進する。              '                ｀

オ 肝 炎情報センターは、肝炎医療について、最詣情報を収集し、肝炎情報センタ
‐のホームベージ等に分か・りやすい形で掲載することにより、医療従事者及び一

般国民に向けて可能な限り迅速に周知を図る。

第5 肝 炎の予防及び肝炎医燎に関する人材の育成に関する事項   ‐     1

(1)今 後の取組の方針について

新規感染の発生を防ぎ、肝炎に係る医療水準を向上させるためには、肝炎の予防

及び医療に携わる人材め育成を行うことが重要である。
このため、下記の方針に基づき人材育成に取り組んでいく必要がある.   ‐
ア 新 規の肝炎ウイルス感染の発=の 防上に資する人材を育成する。

イ 肝 炎ウイメンス感染が判明し、た後に適興な浩アに結びつけるための人材を育成
する。   .        :    :

ク 肝 炎医療に携わる者が、最新の肝炎挨査に関する短見を修得することは、適切

な治蜃方針の決定や患者に対し適稽な説明を行 う上で非常に重要で■るため、l‐

炎医療に携わる者の資質向上を図る:
工 地 域における肝炎に係る医療水準の向上等に貪する指導者を育成する。

(2)今 後取組が必要な事項につぃて

ア 回 は、新規の肝失ウイルス感染の発生を防止するため、各施設における感染予

防ガィドライン等のlt成のための研究を推進し、当言え研究成果について普及策を
講じる。

イ EDは 、肝炎1青報センターにたし、日立国際Eテ研究センターの中期自標及び中

舅計画に基づき、拠点病院等指導的立場にある医療従事者に対し、最新の知見を
略まえた層炎検査を含む肝炎匡療に関する研修が行われるよう指示する。

第6 肝 炎に関する鯛査及び研究に関する事項

(1)今 後の取組の方針について

肝炎研究については、ニオtま,(D成果を11炎対策に適切に反映するため、研究実績
を総合的に評価、検証するとともに、今後、行政的な課題を方E決するために必要な研
究を実施してい、必要がある。        |

このため、下記の方針に基づき、肝炎研究の効果的かつ効率的な実F_と研究成果の
肝炎対策,の 適切な反映を促進する。｀

ア 今 後の肝炎研究の在り方について、「肝炎研究7カ年戦略」を踏まえ実施して
きた過去め研究について評価を行つた上、当該戦略の記直しを行うとともに肝

炎対策を総合的に推進するための基盤となる肝炎研究を1籠進する。
イ 肝 炎研究について、国民の澤解を得られるよう:分かつやすい情報発信を推進
‐■ろ=

(2)今 後取組が必要な事項につぃて                  ‐

上記の方針を実現するため、引き続き、露状の最組を推進するとともに、所たに下
記に―」いても取り組む必要がある。

ア 自 は、嘲干炎研究7カ年戦略」の評価及き見直しを行う。
イ ロ rま、肝炎研究について国民の理解を得られるよう、当亥研究の成果について

分かりやすく公表し、周知を図る.

第7 肝 炎医療のための医薬品の研究開発の推進II甲する事項
(1)今 後の取組の方針について

ア 肝 炎崖療のためのЁ薬品の開発等に係乞研究を推進する。
イ 肝 炎EFの ■めの医薬品を含めた医薬品F‐l発等に係る研究が促進され、早期の
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来事法 (B召和35年法律第 145号)の 規定による製造販売の承認に貫するよう

浩験及び臨床研究の活性化の取組を推進する。_

ウ 肝 炎医療のための医薬品を含めた、特に必要性が高ぃE薬 品及び医療機器が速
やかに医療義場に導入されるために、審査の迅速化等の必要な措置を講じる。

(2)今 後取組が必要な事項について

ア 国 |ま、肝炎等の医療水準の向上等に資する、肝炎医療のための医薬品の開嘉寺
に係る研究を推進する。c

イ ロ は、肝炎医療のための医薬品を合めた医薬品開発等に係る浩験や臨床研究を

引き続き推進する。

ウ 回 は、F炎 医療に係る新薬、新E療 機器等については、LEれた製品を迅速に区

療の男場に提供できるよう、有効性や安全性に関する審査体制の売冥強化等を図

るなど承認書査の迅速化や質の向上に向けた取組を推進していく。
工 国 は、肝炎医療に係るE栗 品等のうち、欧米諸国で承認等されているが国内で

未承認の区薬品等であって、医療上必要性が高いと認められるものについては、
関係企業に治験実施等の開発要請の取組をラ|き続き行う。

第8 肝 炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

(1)今 後の取組の方針について

1干炎に係る正しい美口識について|ま、多くの国民に十分に漫透していないと考えられ
るたり、下記の方針に基でき、よリー層の普及啓発及び情報提■を進める必要がある.

ア 汗 炎ウイルス検査の受検を促進し、また、肝炎ウイルスの新たな感染を予防
するため、すヽての国民にお|する、FF炎の予防、病態及び治療に係る正しい理

解が進むよう普及啓発及びinF報提供を推進するこ
イ 早 期かつ適切な治療を促すため、肝炎息者等が肝炎の病態及び治療に係ろ正し

い知識を持てるよう、普及啓発及び情報提供を推進する.
ウ 肝 炎患者等が、不合理な処遇、待遇を受けることなく、社会において安心L.て

暮らせる環境づくりを目指ぃ 肝炎患者等とその家族、遺族や,医療従事者、
事業主等の関係者をはじめとしたすべての国民が、肝炎に係る工しい知識を持
つための普及啓発及び情報提供を推進する。

(2)今 後取組が必要な事項について

上記の方針を実現するため、号き続き、現状の取組を推進するとともに、新たに下

記の事項についてnり 組む必要がある.
ア ロ は、平成22年 5月のWHO経 会において、世界肝炎デ‐の実施が決議され

たことを踏まえ、財団法人ウイルス肝炎研究財国の実施する 「肝臓週間]に お
いて、集中的な肝炎の普及啓発を行う。

とりわけ、近年我が国における感染事例の報告がぁる急性B型肝炎 (ジェノ

タイプ今)はヽ 響来のタイプに比岬 性化十ぅことが多い

し,`諄っだ衡畔バっウ″`

と01■ているため、HIV等 と同じく性感染「としての解乱を促し、予防策を

講じる必要があることにっいて普及啓発を推進する。       ´

イ コ は、肝炎思者等への受表勧奨活動として、E療 保険者、医師その他の医医従
事者の団体、産業保健に従事する者の団体、事業主団体等の協力を得て、肝炎
の痛態、知識ゃ肝炎E=に 係る諸儀り度について、普及啓発活動及び1青報提供を

推進する。

ウ 国 は,肝炎患者等や医師等の医療従事者、産業保健に従事する者、事業主等の

関係者に向けて、各々の立場で必要な1青報を整理し、肝炎の病態や治療方法、
テ防のために必要な事項についての分かりやすいリーフレット等を作成しt情

報提供する。
エ ロ は、地域における医療機関において、肝炎に係る情幸に提供が適切になされる

よ、夕、肝炎情報ヤシターにおける1青鍬提供掻能を充実させるよう要請する。
オ 都 道府県iま、拠点病院の相談センターを周知するための普及啓発活動を推進す

る。

力 国 は、事業主が肝炎ウイノL′ネ1食査を実力Lする場合の検査結果の彙極いについて
プライバシTに 配慮した適正な這知と検査結果の取扱いについて改めて月知す
る。

第9 そ の他肝炎対策の推進に関する重要事項

(1)肝 炎患者等及びその家族等に対する支援の強化及び九案

① 今 後の取組の方針について

ア 月千炎患者等やその家族が、肝炎と向き合いながら治療を含む生活の質の向上

に取り組めるよう、相談支援体制の充集を図り、精神面でのサポ‐ 卜体澪」を強
1ヒリ

‐
る。

イ 肝 炎5者 等が不合理な取扱いを受けた場合、肝炎患者等一人二人の人権を尊
重|、不合理なミ扱いを解消するためヽ 適切な対序を講じることができる体制
づくりを進める。

② 今 後取組が必要な事項にういて

上記の方針を実現するため、引き続き、現状の取組を推進するとともに、新た
に下記の事項について取り組む必要がある。

ア 国 は、都道府県と連挙して、肝淡思看等やその家族等の不安を軽減するため
の情報提供、及び肝炎患者等やその家族等と、匡師をはじめとしたE蜃 従事者

とのコミュニケーションの場の提供を指造する。

イ ロ は、肝淡居.者等支援対策事業を活用した肝炎息者等の支援策の具体例につ
いて、分かりやすい事例集を作成し、都道府果へ配布する,

ウ 国 は、肝炎lil報センタ=に おぃて、拠点病院の相談員が必要とする情報につ

いて整理し、積極||に1言奪ユ提供が行われるよう要請する。
工 国 は、地方公共団ltと連携して、法務省の人権擁議機関相談窓日の周知を図

● 。
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(2)地 域の実1青:1応した肝炎対策の推進

都道府県においては、肝炎対策基本法の趣旨に基づき、地域の実隋に応じた肝炎対

策を講しるための体制を樺築し、管内市区町村と連携した肝炎対策を推進することが

望まれる。                  ´

また、都道府県及び市区町村は、積極的に、国をはじめとする行政機関との連携を

図りながら肝炎対策を講じていくことが望まれる。

(3)国 民の責務に基づく取組                |
ア 肝 炎対策基本法第6条の規定にかんがみ、肝炎対策は、肝炎患者等とその家族、
遺族を含めた国民が主体的かつ積極泊うに活動する必要がある。  |

イ 国 民一人一人が、肝炎は放置すると肝硬変や肝が/1/という重篤な疾病全と進

展する可能性があり、各人の健康保持に重大な影響をもたらしうる病気である

ことを理解した上で、少なくとも一回は離矢 ウイルス検査を受検しt自 身の肝

炎ウイルス感染の有無:。らぃて、早期に認識を持つよう努めることt
ク 国 民=人 一人が、肝炎ウイノンスの新たな感染の可能性がある行為について正

しい知識を持ち、新たな感染が生しないよう行動すること,
また、肝炎ウイルスの感染に関する知識が不足していることによりt肝 炎患

者等に対する不合理な取扱いや、それに伴う肝炎急者等の精神的な負担が生じ

ることのないよう、正しい知講に基づく適切な対応ll努めること。

(4)定 期的な現状把握による効果的か■効率的な肝炎対策の推進

国は、肝炎対策をより効果的かつ効率的に推進するため、地方公共団体奪関係者と
の連携強化をコるとともに、国及び地方公共団体における最組にういて、定事的に調
査及び評価を行い、改善に向けた取組を講していくち

(5)肝 硬変t,AIがん患者に対する支援

肝炎から進展する肝硬変、肝がんは、根治的な治療浩が少なく、このため、肝硬変、

肝がん息者の不安を軽減するために、以下の取組を請してぃくe
ア 肝 硬変、肝がんを含む肝疾患にっいては、医療従事竜への研修、及び 「府炎耕

究 7カ年戦略」に基づく研究の推進による治療水準の向上等が必要であり、この

取組を推進していく。
・
           :

イ 回 は、都道府界と連携して、肝模変及J汗 がん患者、肝炎患者峯やその家族筆
の不安を軽減するための情報提供、及び肝炎思者等やその家族等と、医師をはじ

めとした医療従事者とのコミュニヶ―シJンの場の提供を推進する。
ウ 平 成 22年度から、一定の条件の下、身体障害者福祉法における身体障害に、

新たに肝隷機能障害が位置付けられた。これにより肝機能障害の一部については、

障害認定の対象ときれ、その認定を受けた者の肝ll●移植、競糠移植後の構免疫療
法とそれらに伴う医療については、自立支援医療 (更生医療)の対象となつてお

り、引き続き当該支援を経続する,

(6)DT炎 対策■本指針の見直し                       |

肝炎対策署本法第9条第5項においては、「厚年労Ⅲ大=は 1肝 炎医療に当する状
況,変 化を動案し、及び耐炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5年 ごと
に、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなけ
ればならない。」とされている。

この基本発針は、肝炎をめぐる現状を踏まえ、肝炎対策を総合的に推進するために

基本となる事項につぃて定めたものである。今後は、基本指針に定める取組を進めて
いくこととなるが、肝炎をめぐる状況変化を的確にとらえた上で、必要に応じ適宜評
価を行い、必要があるときは、基本指針策定から5年を経過する前であっても、これ
を見Eし 、変FAすることとする。
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宮下委員-1

肝 炎対策の推進に関する基本的な指針 (案)修 正箇所   ｀

【3ベ ー ジ】

第3 肝 炎検企の実施体制及び検査|じ力の向上に供lする事項

(1)今 後の31t組の方針について

1行 日 曜 月こ保険組合や1「業主等の多様な～ →  医 療保I允者ゃJ「業上の多様な～ へ 修正  .

【4ペ ー ジ】

(2)今 後取組が必要な11項にういて

ウ 国 は、 多様な検査機 会の確保 を目`,として、医療保険者や手業主が'll1 / J安全衛JL法 (昭丼口(7年法律

第 57号)に 基づ く健康診断の機会をとらえて実施する肝炎ウイルス検査については、継続 して実施

されるようl」・JJきかけを行うbあ わせてt事 業主が実施する場合の検査結果の1え扱いについて、プラ

イがシーに配杜 ヒた迪正な通女口と結果のll■扱て、について改めて周女口する。         .

→ 国 は、多様な`検企機会の確保を目的として、|【療保険者がイテう製|こ診査 (健月1保険法第 150条)や

1'業主等が行 う健月:診断 (労l」・lJ安全衛生規則第4イ朱)の 機会をとらえて実施する肝炎ウイルス検査

については、継続 して実施されるよう働きかけlt行う。あわせて、医療保I灸者や事業主が羮れする

場合の検査結果のJlk扱いにつ、ヽて、プライバシ‐に配慮 した迪正な通タロと結月1の1え扱いについて改

めて周タロする。

【5ペ ージ】  I   VI  ,

(1)今 後の1又組の方61につぃて

イ 地 域保健や産業保僕に場わろ者を合めた関係者の連lヵ～

→ 地域保健や聡ヽ成 .産業保健に場わる者を含めた関係者の,■1男    ‐

ウ 肝 炎恙者等が、労fft l Jと継続的 な贅療 を両立 させ ることがで きる環境づ くりに向 けて、 引 き続 き、事

業上、 職成 ・産業保健関係者、労働組合 をは じめ と した関係者の協 力 を得 られ るよ う、必要 な`働 き

かけ を行 うし                               ′

( 2 )今 後取組が必要な事項についで              ‐

ア 国 は、地域保健ゃ職域 ・産業保健に従事す る者がな炎恙者等、提供す るために必要な情報にァ、`て

整撃 し、分か りやす く効果的に提供するための情報ツールを作成する。     r

工 国 は、肝炎医療賞助成ホ1度、高頒療驀賞ホ1度、傷病手当金及び障害年全等の肝炎医療に関係する既

存の制度について、分かりやすくまとめたリーフレット等を作成してF炎 の治療を進める際に医療
機 叩や肝疾 恙相i′〔セ ンタT等 におけ る活用 を推進 す る。       ・
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宮下委員一②

【8ペ ージ】

第8肝 炎に関する啓発及び矢口誡の普及並びに肝炎恙者等の人権の尊重に関する事項

(2)今 後Лえ組が必要な事項について                     ‐

ウ 国 は、肝炎恙者等や医師等の医療従事者、1哉域 ・産業保健に従事する者t事 業主等の関係者に向け

て、各々の立場で始要な情報を整理し、肝炎の病態や治療方法、予防のために必要な事項につぃて

の分かりやすいリーフレット等を作成し、情報提供する。

力 国 は、医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査 を実施する場合の検査結果の取扱いについて、プラ

イバ シーに配慮 した適工な重知 と検査結果の取扱いについてまめて周知する。


